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要     約 

１．調査概要 

 

調査背景 

人材育成奨学計画（以下、「JDS」）事業は、我が国政府の「留学生受入 10 万人計画」の一環で、

途上国の社会・経済開発政策の立案や実施において、中核的役割を果たす人材の育成を目的とし

て 1999 年度よりウズベキスタン及びラオスの 2 ヵ国で開始された。その後、対象国を広げ、2015
年度までに 14 ヵ国を対象としている。 

JDS 事業では 2009 年度以降、日本政府の援助方針及び対象国の開発課題や人材育成ニーズ等

に基づき、4 期分の受入枠組みを策定し、対象者を開発課題の政策立案・実施に関係する公務員

に限定する「新方式」に国別に順次移行してきた。 
また、JICA が 2014 年度に実施した基礎研究「JDS の成果に関する要因分析」（以下、「JDS

基礎研究」）では、対象 11 カ国 の JDS 事業の成果と要因にかかる比較分析がなされ、今後の事

業実施方針及び戦略が示された。同基礎研究報告書においては、JDS 事業が過去 15 年間にわた

って、対象国における行政官や行政機関の開発課題解決能力の向上、日本と対象国との二国間関

係の強化、本邦受入大学の国際化推進に大いに貢献してきたとしつつ、次の 4 つの取り組むべき

課題を示した。すなわち、①基本実施方針の策定、②キーパーソンを取り込む人選と付加価値、

③二国間関係強化のためのフォローアップ、④親日人材の育成・ネットワーク構築である。その

ための施策として、博士課程枠の追加や民間枠・特別推薦枠の設置、日本ならではのプログラム

開発や日本の産業界との連携や省庁の関与促進、現地事業との連携や本邦大学と現地関係機関と

の関係強化等が提案された。 
ラオスでは以上を踏まえつつ、プロジェクト実施の妥当性の検証と共に、先方政府のニーズを

把握した上で、当該国における経済協力方針及び JICA プログラム等を踏まえたプロジェクトの

形成を目的として、本準備調査が実施された。 
 

調査目的 

本調査の主な目的は次のとおりである。 
 先方政府と留学生受入計画（2016 年度から 2019 年度まで）について協議する。 
 これまでの事業成果を確認し、今後さらに事業成果を最大化するための新たな取り組みに

ついて検討する。 
 

調査手法 

本調査の中で、2015 年 11 月から 2016 年 3 月までラオスにおいて現地調査を実施した。 
 2016 年 1 月： 現地調査 

① 日本の経済協力方針、ラオスの開発ニーズに合致するサブプログラム/コンポーネント

の設定 
② 各サブプログラム/コンポーネントに対する教育プログラムを有する本邦受入大学の配

置案の確定 



ii 
 

③ 各サブプログラム/コンポーネントに対応する対象機関の選定 
④ 実施体制の確認 

 2016 年 2 月： 事業規模の算定 
 2016 年 3 月： サブプログラム基本計画案の作成 

 
調査結果 

 ラオス側運営委員会メンバーとの現地協議において、留学生受入計画（2016 年度から 2019 年

度まで）について、下表のとおり、また対象機関についても合意した。これに基づき、基本計画

の説明を行い、大筋で理解を得た。 
 また、JDS 帰国留学生の復職状況を確認し、クリティカル・マスが形成されつつあるこれまで

の事業成果を確認した。今後さらに派遣前に JDS 留学生のレディネスを高めるべく英語研修の導

入について、また、よりハイレベルの人材を輩出するための博士枠追加についての検討を行った。

これらについてラオス側からは大きな期待を持って歓迎されたほか、各対象機関からのニーズが

確認された。なお、英語研修に関しては経費負担について、博士枠追加についてはまた応募要件

等の選考プロセスについて、引き続き運営委員会で調整することとした。 
 

サブプログラム 

（JDS事業 

援助重点分野） 

コンポーネント 

(JDS 事業開発課題） 

受入大学名 受入

予定

人数 

1. 行財政能力向上

及び制度構築 

1-1行政強化・法制度

整備 

国際大学大学院 国際関係学研究科 3 

神戸大学大学院 国際協力研究科 2 

1-2財政強化 山口大学大学院 経済学研究科 2 

2. 持続的な経済成

長のための基盤整備 

2-1経済開発のため

のインフラ整備 
広島大学大学院 

工学研究科/国際協

力研究科 
3 

2-2投資・輸出促進に

かかる経済政策 
立命館大学大学院 国際関係研究科 2 

3. 持続可能な農

業・農村開発と自然

環境保全 

3-1農業・農村地域開

発 
九州大学大学院 

生物資源環境科学

府 
2 

3-2自然環境保全 筑波大学大学院 
生命環境科学研究

科 
2 

4. 教育政策の改善 広島大学大学院 国際協力研究科 2 

5. 保健政策の改善 長崎大学大学院 
熱帯医学・グローバ

ルヘルス研究科 
2 

合計 20 
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妥当性の検証 

JDS 事業では、社会・経済開発上の課題を実践的に解決する若手行政官を育成することを目的

としている。この目的の達成に向けて効果的に JDS 事業を実施するため、サブプログラム及びコ

ンポーネントごとに案件目標（上位目標及びプロジェクト目標）が設定されている。人材育成に

関するプロジェクトにおいては、長期的な視点でその効果が発現されることから、案件目標、特

にプロジェクト終了時の達成目標であるプロジェクト目標としては、「当該開発課題の解決に必要

な知識を習得することを通じて、対象機関における政策の策定等に携わる人材の能力が向上され

る」こととなっている。また、JDS 留学生が習得した知識が帰国後、各対象機関にて効果的に活

用されることや、活用のための機会及び職務が対象機関によって与えられることを通じて、究極

的には「母国の開発課題解決に貢献すること」に帰結することが期待されている。 
プロジェクト目標の達成度を測る尺度としての指標は以下の通りである。 

・ 帰国留学生の修士号取得 

・ 帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

・ 帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施 

 
指標「帰国留学生の修士号取得」及び「帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理

能力の向上」については、各サブプログラム及びコンポーネントに取り組みうる人材の募集、学

問的素養や職務経験、帰国後の貢献可能性等評価する選考、滞日中の受入大学のプログラムや体

制、実施機関のモニタリング・サポートにより高い成業率の達成及び能力の向上が期待される。 
また、指標「帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施」について、ラオスにおいては

多くの JDS 帰国留学生が元の職場に戻り、日本で取得した知識・能力を活用して活躍しているが、

更にクリティカル・マスの形成やフォローアップの実施により成果が高まると期待される。 
 
概略事業費 

 JDS を実施する場合に必要となる事業費総額は、3.06 億円となる。ただし、この額は交換公文

上の供与限度額を示すものではない。 
（１） 日本側負担経費 

3.06 億円（2016 年度事業 4 ヵ年国債） 
（２） ラオス側負担経費 

・事前英語研修にかかる経費（一部） 
（ラオス側あるいは JDS 留学生本人負担とする方向で今後引き続き検討する） 

・JDS事務所の執務室提供に係る経費 
（３） 積算条件 

① 積算時点  ：2016 年 2 月 
② 為替交換レート ：1US$ ＝121.95 円 
      ：1LAK＝0.0149 円 
③ 業務実施期間 ：事業実施期間は、実施工程に示したとおり。 
④ その他  ：積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 
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２．提言 

 

（１） 募集の強化 

将来的にラオス政府の要職を務め、国の発展に資するような人材、つまり JDS 事業の目的を達

成し、その効果を最大限に生かすことのできる優秀な JDS 留学生を確保するためには、事業の入

り口部分において、適切な対象機関から多くの有能な応募者を集め、そしてその中からより優秀

な応募者を厳選する必要がある。 
しかしながら、現状ではここ数年、ラオスの受け入れに実績のある受入大学からもラオス JDS

留学生の質の低下が指摘されている。各対象機関においては働き盛りの若い年齢層で潜在的能力

かつ英語能力を兼ね備えた職員は貴重な存在であり、特に職員数が限られている省庁においては、

職員を 2 年もの間留学に派遣すること自体が難しいものとなっている。加えて、ラオスにおいて

は、上述のとおり、我が国のみならず多数のドナーからの支援を受けた奨学金事業が存在する。

中でもオーストラリア国政府が実施する奨学金事業は、長期にラオスで英語研修を受けられるこ

ともあり人気が高く、JDS 事業と競合するものとなっている。このように選択肢が増えているこ

とも JDS 事業が優秀な候補者を集めることを難しいものにしている。 
JDS 留学生の募集にあたっては、ラオス人が持つ日本ブランドへの憧れが多数の候補者獲得へ

の貢献要因のひとつとなっている。そのため JDS 事業に関心を持ってもらい、優秀な候補者を

獲得し続けるには、その日本ブランドを生かした募集が効果的だろう。それには大使館、JICA、

JETRO をはじめラオスにおける様々な日本の団体等と連携して、日本についてのプロモーショ

ン時に一緒に JDS 事業もアピールを行いたい。 
帰国留学生だけでなく現役のラオス JDS 留学生に「何故 JDS 事業を選択したか」についてヒ

アリングを行ったところ、他の奨学金に比べて手厚いサポートがあることを挙げる JDS 事業生が

多かった。特にラオス JDS 留学生は留学そのものに不安を抱いている傾向があり、また英語能力

にも不安のある学生も多いことから、選考の段階から様々なガイダンスのあり、留学中には 3 ヶ

月に一度のモニタリングのある JDS 事業はより魅力のある奨学金プログラムと考えられている。

今後の募集活動時には、こうした JDS 事業の強みをより前面に押し出していくことが有効になる

と思われる。 
なお、応募に際し、候補者本人のみならず、その上司や周囲にも、正しく我が国のラオスへの

援助方針や本事業の意義・目的、開発課題と基本計画、また留学生に期待される役割を丁寧に説

明し、きちんと理解してもらうことが必要と思料する。本事業が我が国によるオフィシャルな奨

学金であることを印象付け、同時に候補者にラオスを代表してその期待に応える使命感を持たせ

るためである。これが留学生の高い志、モチベーションにつながる。こうした理解促進のために

は各省庁の人事部門や JDS帰国留学生生等からの協力が望まれる。 

 
（２） JICA専門家、政策アドバイザーの活用 

現地調査においては、2 名の JICA 政策アドバイザー（農業省及び財務省）と面会することが

できた。但し、残念ながら両人とも、着任当初は JDS 事業の存在を知らず、着任後に JDS 事業

JDS 帰国留学生が省内にいることに気付いたことが分かった。専門家や政策アドバイザーが派遣
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されている省庁には既に JDS 帰国留学生が在籍しており、アドバイザー本人の業務を円滑に進め

るためにも、まずは JDS 帰国留学生がいることを知ってもらうことから始めたい。そのため、ま

ずは派遣前の段階から JDS 事業を知ってもらう仕組み作りが望まれる。 
上述のとおり、募集に課題を抱えるラオスでは、専門家から優秀な候補者に応募してもらえる

ような働きかけを行ってもらうことも有効となる。省庁内人事に口出しすることは内政干渉にあ

たることになるため慎重に行う必要はあるが、専門家から人事関係者に時間をかけ間接的にでも

日本留学への有効性についての理解を促してもらいたい。今後こうしたサポートが優秀な候補者

獲得につながっていくと思料する。 
また、昨年度は農業政策アドバイザーが、研究計画作成に際して具体的な助言をするなどの好

事例が生まれているように、対象機関の強化のために必要不可欠な課題を研究テーマとして設定

するようなアドバイスなどが望まれる。 
加えて、専門家が自身の業務において JDS 帰国留学生を活用すること、また省庁の関係者に対

して JDS 帰国留学生の活用を促してもらうことにより、JDS 帰国留学生の更なる昇進や活躍が期

待できよう。各専門家は省庁内部に席を置いており、内部の事情を知っているからこそ説得力が

あり、JDS 事業と様々なかたちで補完関係が築ける可能性がある。 
 

（３） 基礎学力の向上 

ラオス JDS 留学生は、受入大学から他国 JDS 留学生と比較して基礎学力が低いという評価が

あり、特に英語や数学などの基礎科目に加えて、学術研究・論文執筆をするための学術的素養・

基礎知識が不足しているとの指摘が多く、修士号取得にあたっては多くの課題を抱えている。 
特に英語能力には大きな課題があり、応募者の殆どが受入大学が入学に求める英語能力に達し

ていないのが現状である。今回の現地調査においては、ラオス側運営員会メンバーとの間で事前

の英語研修導入の必要性を確認し、日本側からはまずラオス側の自助努力を求めるべく、経費負

担の検討を依頼した。特に施主である教育・スポーツ省には傘下の大学の協力を仰ぎ、できるだ

け予算のかからない方法での検討を期待したい。しかしながら、実現が困難となった場合、日本

側負担による支援についても検討が必要であろう。他方、ラオスの若手社会人、特に行政官は自

己研鑽のための投資を厭わない傾向もあるため、JDS 事業の合格者には一部本人負担として、事

前研修に取り組ませるような方法についても検討の余地がある。 
この他、ラオス受入大学には特別プログラム予算の一部を事前研修に充てることを制度上課す

ことも一案である。ラオスの受入大学要望調査の評価項目のひとつとして、特別プログラムでア

カデミックライティング研修等の来日前研修が充実していることを予め示しておき、大学にその

内容を競わせることで、ラオス JDS 留学生の能力向上を図ることも有効である。 
 
（４） フォローアップスキームの確立 

ラオスにおいてはこれまで 334 名の JDS 留学生が来日しており、既に 14 期生までの計 293 名

の JDS 留学生が成業し帰国している。実際に各省庁において、JDS 帰国留学生はそれぞれが元の

職場に戻り、留学を通じて学んだ知識を活用し、問題解決や新たな課題発見をし、更なる組織強

化、ひいては課題解決へ貢献している。今般の現地調査のヒアリングにおいて、特に財務省では

JDS 帰国留学生が組織の中堅層として大きな役割を果たしている好例が確認された。留学前は財
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務省そのものの位置づけや役割の重要性を認識しておらず、ただ目の前のルーティンワークをこ

なすだけであったのが、留学後は「組織のあり方や方針を踏まえて自身の仕事を捉えられるよう

になった」と、視座が高まり、また視野も広がり、仕事内容の理解のみならず、仕事への意識・

取り組み姿勢や責任感も変わったとの声が複数あった。それによって、上司や同僚からの信頼を

得て、重要な仕事を任せられるようになったとのことであった。 
新方式に移行して以降このような成果が継続的に発現される中で、帰国留学生が更に相互に有

機的に繋がり、帰国留学生の集団（クリティカル・マス）を作り出し、各省庁内で一定の存在感

を示しつつあることは重要な成果といえる。今後、さらに各省庁内でクリティカル・マスが形成・

継続され、また彼らがより大きな政策立案・実現に向けて、省庁の壁を超えて連携することが望

まれる。 
そのためには、帰国留学生の政策案・実施例が運営委員会等に報告されるような機会の提供、

各分野の情報の定期的なアップデートや帰国留学生同士での共有・連携のための仕組みの構築の

支援などが必要である。また、帰国留学生は、今後のラオス発展のための重要なアセットである。

このアセットを活用するために、JDS 帰国留学生の名簿は常に最新に状態にして、適切な管理の

下関係者で共有し、オールジャパンとして活用していくことが望まれている。 
ラオス JDS 留学生は JOAL に入会し、JAOL の下での JDS グループとして同窓会活動を継続

してきている。この動きは他国 JDS 事業にはない、好事例のひとつであるが、今後は更にこの活

動を大使館、JICA、実施代理機関で後押しし、積極的なフォローアップ活動支援を行いたい。そ

の中でも、在ラオス日本国大使館の広報イベントとのタイアップし、日本と触れる機会を多く作

ることで JDS 帰国留学生は日本との関係を継続できることになり有効である。JAOL の現副会長

である Mr. Bounleua DAOVILYA（財務省所属）は JDS 帰国留学生であり、JDS 事業フォロー

アップのキーパーソンとすることも可能である。また、JDS 帰国留学生の名簿については、今後

JAOL が管理することになれば、日本企業も含めて更に共有しやすくなり、ネットワークが広が

っていくことも期待できる。 
今般の現地調査では、帰国後のフォローアップニーズとして、自己研鑽の機会や留学で得られ

た知識のアップデートをしたいとの意見が聞かれた。これについては様々な方法が考えられるが、

特に日本センターを活用し、日本センターが実施する「ビジネス人材育成プロジェクト」との連

携やビジネスコース講師によるワークショップを特別アレンジするなどの方法がある。また、専

門面接時にラオスを訪問する大学講師に依頼し、JDS 帰国留学生向けのセミナーを開催すること

なども考えられよう。 
また、フォローアップの仕掛けは何も帰国してから始まる訳ではなく、日本留学中からフォロ

ーアップの種を蒔いて行く必要がある。例えば、日本語を習得することによって、様々なネット

ワークを築くことが可能になり、日本をより良く理解してもらえるプログラムを実施することで、

JDS 留学生に日本理解者が増え、今後の優秀な候補者の獲得につながっていく。JDS 事業を大学

で学位を取得するだけの事業とするのではなく、事業として目的達成の意思が見えるコンテンツ

を加えていくことが望まれる。 
 
（５）博士課程導入の留意点 

JDS 帰国留学生のヒアリングにおいては、博士課程の導入は多くの JDS 帰国留学生に大きな期
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待を持って歓迎された。彼らは今現在で省内の昇進に博士号が必須であるものとは思わないが、

今後のラオスの将来を考え、行政においてもリーダークラスは博士号を保有していることが有効

であることを主張した。第 8 次 NSEDP においても、行政官の能力強化における具体的な指標と

して「博士号保持者の行政官数（現行保持者 320 名に対して 25％増）」「修士号保持者の行政官数

（現行保持者 3,602 名に対して 20％増）」が挙げられており、今後、JDS 事業がラオス政府内の

人材育成に更に重要な役割を果たすことが期待できよう。 
博士課程を創設は帰国留学生にとってフォローアップになるだけでなく、これから修士号を取

得しようと応募を検討している潜在的候補者にとって、その先に博士課程もあることは大きな魅

力に映るに違いない。博士課程創設そのものが優秀な候補者を集めることにインパクトをもたら

すことも期待できよう。 
但し、博士課程創設にあたり最も重要なことは、「何故 JDS 事業で博士課程を創設するのか」

「JDS 事業の博士課程の目的は何か」という点について事業関係者だけなく、応募する JDS 帰国

留学生、受入大学までもが同じ認識を持つことだと考える。JDS 事業による博士課程は、あくま

で政策を担うリーダーを育成するものであり、研究者の養成を目的としないことは明確にしてお

きたい。この点が曖昧になると、国費留学制度など他の奨学金スキームとの差別化も難しくなっ

てしまう恐れがある。導入にあたっては、この線引きをしっかり行うことが肝要である。 
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第1章 JDS事業の背景・経緯 

 
1-1. JDS事業の現状と課題 

 
1-1-1. プロジェクトの背景 

 
人材育成奨学計画（Project for Human Resource Development Scholarship：以下「JDS」）事業は、

日本政府の「留学生受入 10 万人計画」のもと、1999 年度に創設された無償資金協力による留学

生受入事業である。JDS 事業の目的は、「対象国において社会・経済開発に関わり、将来的に重要

な役割を果たすことが期待される若手行政官等が、本邦大学院で学位（修士号）を取得すること

により、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決に寄与すること、また人的ネットワーク

構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化に資すること」である。2000 年度の JDS

留学生受入開始から 2015 年度までに計 14 ヵ国から 3,434 人の JDS 留学生を受け入れてきた。 

JDS事業はもともとアジアの市場経済移行国を対象としたが、その後、フィリピンを始め広く

アジア圏の国へ、2011 年度にはアフリカのガーナ、2015 年度はネパールへと範囲を拡大し、現在

は 13 カ国を対象にしている。インドネシアは円借款による留学生受入が始まった 2006 年度に、

中国は 2012 年度の留学生の受入を最後に、国際協力機構（以下、「JICA」）によるJDS事業の対象

から外れた 1。 

表 1 受入実績 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合計

1. ウズベキスタン 20 19 19 20 20 20 20 20 19 14 15 15 15 14 15 15 280

2. ラオス 20 20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 19 20 20 20 334

3. カンボジア 20 20 20 20 20 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 344

4. ベトナム 20 30 30 30 30 33 34 35 35 28 29 30 30 30 30 454

5. モンゴル 20 20 20 19 20 20 20 18 18 16 17 18 18 18 262

6. バングラデシュ 29 19 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 25 268

7. ミャンマー 14 19 20 20 30 30 30 30 22 22 22 22 44 44 369

8. 中国 42 43 41 43 47 47 48 45 39 35 - - - 430

9. フィリピン 19 20 20 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 279

10. インドネシア 30 30 30 30 - - - - - - - - - 120

11. キルギス 20 20 18 14 14 15 15 15 15 146

12. タジキスタン 3 5 5 5 5 5 5 33

13. スリランカ 15 15 15 15 15 15 90

14. ガーナ 5 5 5 10 25

合計 40 79 152 239 243 240 271 266 266 256 241 234 237 203 226 241 3,434

単位：人

　　　　　　受入年度

国名

 
また、当初は学術分野での受入計画を毎年策定し、官民両方から人材を受け入れていたが（「旧

方式」2）、2009 年度以降、日本政府の援助方針及び対象国の開発課題や人材育成ニーズ等に基づ

き、4 期分の受入枠組みを策定し、対象者を開発課題の政策立案・実施に関係する公務員に限定

する「新方式」3に国別に順次移行した。この新方式では、同じ対象分野、対象機関、受入大学の

もとで 4 期分のJDS留学生の受入を行うことにより、JDS事業を通じた日本政府の開発援助の選択

                                                  
1 中国はその後我が国外務省の予算により JDS 中国として継続実施中。 
2 毎年事業計画策定を行う実施方式 
3 初年度に調査を行い、サブプログラム（援助重点分野）及びコンポーネント（開発課題）を整理し、適正な対

象機関および受入大学をを決定し、向こう 4年間の事業基本計画策定を行う実施方式 
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と集中を図り、JDS留学生が帰国後に所属組織で留学成果を活用しやすくするよう、各省庁にJDS

帰国留学生の集団「クリティカル・マス」を形成することを狙いとした。また、受入大学を 4 年

間固定することで、対象国の関係機関と日本側受入大学とのネットワークの形成を図り、各国の

開発課題や人材育成ニーズにより合致した教育・研究プログラムを提供することとした。 

その後、JICAが 2014 年度に実施した基礎研究「JDS事業の成果に関する要因分析」（以下、JDS

基礎研究）では、対象 11 カ国 4のJDS事業の成果と要因にかかる比較分析がなされ、今後の事業

実施方針及び戦略が示された。同基礎研究報告書は、JDS事業が、過去 15 年間にわたって、対象

国における行政官や行政機関の開発課題解決能力の向上、日本と対象国との二国間関係の強化、

本邦受入大学の国際化推進に大いに貢献してきたとしつつ、次の 4 つの取り組むべき課題を示し

た。すなわち、①基本実施方針の策定、②キーパーソンを取り込む人選と付加価値、③二国間関

係強化のためのフォローアップ、④親日人材の育成・ネットワーク構築である。そのための施策

として、博士課程枠の追加や民間枠・特別推薦枠の設置、日本ならではのプログラム開発や日本

の産業界との連携や省庁の関与促進、現地事業との連携や本邦大学と現地関係機関との関係強化

等が提案された。 

2

キーパーソンを取り込む人選と付加価値

二国間関係強化ためのフォローアップ

基本実施方針（入口・出口戦略）

 出口戦略：成果結実には長期継続

 入口戦略：日本の政策、対象国の国情・
制度を踏まえた戦略策定

人選強化 ＋質の高いプログラム ＝ 対象国の開発課題に貢献する人材の育成
親日・知日人材育成 ＋人材ネットワーク強化 ＝ 二国関係強化

 博士課程枠の追加

 民間枠、特別推薦枠の設置
→JICA内関係部署の関与強化
→JDS生OBによる応募勧奨

 フォローアップ戦略の策定

 現地事業との連携

 本邦大学の教員の対象国への派遣

JDS事業の戦略性強化と今後の取組み

親日人材の育成・ネットワーク構築

 日本の産業界との連携：Win-Winの体制
の構築

 日本の省庁の関与推進：行政官ネットワ
ークの拡大

 日本ならではのプログラム開発

 

図 1 JDS 基礎研究における提言（出所：JICA） 

 

1-1-2. ラオスJDS事業の現状と課題 

 
ラオスJDS事業は 1999 年度に 1 期生の募集・選考が開始された。2016 年 3 月時点までの 16

年間にラオスから合計で 334 名 5が我が国へ留学しており、293 名が修士号を取得し、ラオスの

社会経済開発に必要な専門的知識を身につけ各分野で活躍している。 
 

                                                  
4 ガーナは本調査時では第 1 期生が帰国直後であったため対象外 
5 15 期生及び 16 期生計 40 名が留学中である 
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Lao PDR JDS in total:                      
1st to 14th batch                      

293 fellows

 
図 2 ラオス JDS事業における受入実績（分野別） 

 
今後、事業継続の妥当性を検証した上で、基礎研究により挙げられた課題も勘案しつつ、ラオ

スの課題を踏まえた JDS 留学生受入計画を検討することになる。 
なお、ラオス JDS 事業におけるこれまでの課題は以下のとおり。 
 
潜在的応募者となり得る人材の不足 

JDS 事業成果の発現を確実にし、かつ高い成果を求めるには、まず「質の高い候補者の確保」

が重要である。しかしながら、各対象機関にとって働き盛りの若い年齢層で、潜在的能力かつ英

語力を備えた職員は貴重な存在であり、職員数が限られている省庁においては、そういった職員

が 2年間も不在にすることは難しく、優秀な候補者の獲得を困難なものにしている。 

 

他の奨学金事業との競合 

ラオスにおいては、我が国のみならず多数のドナーからの支援を受けた奨学金事業が存在する。

中でもオーストラリア国政府が実施する奨学金事業は、長期で英語研修を実施していることや留

学で得られる知識やスキルの質の観点からラオスにおいても人気が高く、JDS事業と競合するも

のとなっている。2013年度の選考においては、同国政府奨学金の事前英語研修に合格したとの理

由から辞退が相次ぎ発生し、2014年度は選考時期をずらすことで、辞退者の防止を図っている。

この他、ベトナムや中国等同じ共産圏国やタイの奨学金プログラムは、枠数が多い上、現地での

語学研修も含まれており語学要件の障壁も低く、これらのプログラムに参加する公務員も多

い 6。 

                                                  
6 教育・スポーツ省からの聞き取りによる。ベトナムや中国の奨学金プログラムは、留学先にて 1 年程度の語学

法律 

経済 

経営 

国際関係 

教育 

工学 

農業 

行政 

保健 

ラオスＪＤＳ 

1-14バッチ 

計 293名 

法律 34 名 

経済 64 名 

経営 51 名 国際関係 35 名 

工学 21 名 

教育 33 名 

農業 31 名 

行政 21 名 
保健 3 名 
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このような状況下で、優秀な人材を獲得するために、対象機関及び JDS 留学生・JDS 帰国留学

生等へのヒアリングを通じてラオスラオスのニーズを把握するとともに、JDS 事業の比較優位を

再確認し、ラオスラオスの行政官にとってより魅力的な事業の設計が求められている。 

 

基礎学力・英語力の低さ 

JDS事業では、3ヶ月に一度、学業の進捗や留学生活に不安がないかどうかを確認するための定

期モニタリングを行うなど、JDS留学生に対して手厚いサポートを行っている。しかしながら、

これまでに受入大学の指導教官よりラオスJDS留学生の質の低下が指摘され、第 1、2 フェーズで

は 3名が不成業となった 7。 

その要因として、ラオスにおける基礎教育のレベルの問題がある。未だ教育レベルが低いこと

に加えて、一貫して暗記型の教育を受けてきているため、修士課程において自ら設定したテーマ

を研究することに対応できない JDS 留学生が多い。また、受入大学からは、分析力が弱く研究ト

ピックを特定することが難しいことや、剽窃に対する認識が不十分であるとの厳しい指摘を受け

ている。選考時の評価項目として、英語力に加え、「研究論文に対する自らの考えを持っているか」

など潜在的能力を重視するべきとのコメントもあった。 

 

帰国後のフォローアップ体制の未構築 

新方式の導入により、各省庁での「クリティカル・マス」の形成が加速され、また旧方式下の

民間出身者の中にも日本への留学経験を活かし、国際機関等で活躍する JDS 帰国留学生もいる。

ラオスの開発課題や日本との繋がりに貢献する JDS 帰国留学生が多数出始めているが、JDS 帰国

留学生同士、また、JDS 帰国留学生と関係機関とが有機的に繋がるような効果的なフォローアッ

プは行われていない。 

 
1-1-3. ラオスの社会経済状況・高等教育の状況 

 
ラオスの社会経済状況 

ラオスは、1975年以降、人民革命党による一党指導体制の下、政治的な安定を維持してきてお

り、社会主義体制を維持しながら市場経済への移行を図っている。1986年に「新思考（チンタナ

カーン・マイ）政策」を導入し、「新経済メカニズム」を推進しているが、依然として後発開発途

上国（LDC）に位置付けられており、2015 年度（会計年度）の国民一人当たりの GDP は 1,778 ド

ル（ラオスラオス計画投資省）、人間開発指標（HDI）は 188カ国中 141位となっている（UNDP人

間開発報告書 2015）。 

ラオスは、インドシナ半島の中央に位置し、中国、ミャンマー、タイ、カンボジア及びベトナ

ムの 5カ国と国境を接する内陸国であり、メコン地域の要衝を成している。その地理的制約と過

去の内戦等の影響から経済発展が遅れていたが、近年、「Land locked country」から「Land linked 

country」へと発想を転換し、インドシナ半島の中央に位置する地理上の優位性に着目し、域内の

物流の拠点化等、域内の連結性の向上による経済発展に活路を見出そうとしている。 

                                                                                                                                                            
研修がコースに含まれている。 
7 3 名ともに JDS 留学生としての所定期間を終えた後、成業に向け自費で再来日し、内 1 名は修了、2 名は現在

も学業を継続している。 
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2008年の世界金融危機の際、国内金融市場が国際市場とのつながりの薄いラオスでは、金融部

門への影響は比較的軽微に留まり、好調な鉱物資源及び水力発電分野等の成長を背景に、2015年

には約 7.5％の着実な経済成長を続けている。第 7 次国家社会経済開発 5 カ年計画（7th NSEDP）

（2011-2015年）の中でも経済成長率 8％以上とする目標を掲げてきており、続く第 8次国家社会

経済開発 5 カ年計画（8th NSEDP）（2016-2020 年）8でも引き続き高い成長率を掲げ、経済発展を

急務としつつも、その過程で生じうる負の側面を懸念し、特に環境に配慮したバランスの取れた

形での経済発展を志向している。2015年度の実質GDP成長率は 7.54％と堅調な成長を維持してい

る。今後ラオスは、グローバル経済の発展やASEAN経済共同体（AEC）の展開にも対応しうる市場

経済化を促進するべく、更なる経済政策を行っていく。 

2016 年 3 月、向こう 5 年間の党の方針及び指導部人事を決定する 5 年に一度の党大会（第 10

回）が開催され、４月下旬には選挙を受けて招集される新国会で、ブンニャン国家主席就任が承

認され、新政権が発足した。新政権も従来の経済改革路線を踏襲し、情勢は安定的に推移してい

くものと考えられる。 

なお、ラオスの中央行政機関は 1府 18省 2機関 （計 21機関） であり、地方行政区分として

は、ビエンチャン市（Vientiane Capital）と 17州（Provinces）があり、その下に郡（Districts）、

村（Villages）となっている。 

                                                  
8 ラオス計画投資省より入手した第 8次国家社会経済開発 5カ年計画最終案（2016年-2020年）（2016年 4月）に

基づく 
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表 2 ラオスの省庁 

1. Government Office (The Prime Minter’s Office)（首相府） 

2. Ministry of Agriculture and Forestry（農林省） 

3. Ministry of Home Affaire（内務省） 

4. Ministry of Foreign Affaire（外務省） 

5. Ministry of Education and Sport（教育スポーツ省） 

6. Ministry of Planning and Investment（計画投資省） 

7. Ministry of Public work and Transport（公共事業運輸省） 

8. Ministry of Post, Telecom and Communication （郵政通信省） 

9. The Bank of Lao PDR （ラオス国立銀行） 

10. Ministry of Health（保健省） 

11. Ministry of Natural Recourse and Environment（天然資源環境省） 

12. Ministry of Justice（法務省） 

13. Ministry of Energy and Mine（エネルギー鉱業省） 

14. Ministry of labor and social welfare（労働社会福祉省） 

15. Ministry of Finance（財務省） 

16. Ministry of Industry and Commerce（商工省） 

17. Ministry of Defense（国防省） 

18. Ministry of National Security（公安省） 

19. Ministry of Information, Culture and Tourism（情報文化観光省） 

20.  Ministry of Science and Technology（科学技術省） 

21. Inspection of Government（検査庁） 

 

ラオスの高等教育の状況 

ラオスでは、初等教育（義務教育）5年間、中等教育 7年間（4年間＋3年間）高等教育 4年間

という教育システムになっている。2014年の就学率は、初等教育で 91.6％、中等教育前期で 62.7％、

後期で 36.8％、高等教育で 13％である。（日本学術振興会「ASEAN 教育基礎情報」ウェブサイト

より） 

ラオス国立大学は、ラオス初の総合国立大学として 1996年に設立され、11学部 （Agriculture、

Architecture、Economics & Business Administration、Education、Engineering、Forestry、Law 

and Political Sciences、Letters、Natural Sciences、Environmental Sciences） と 7つのセ

ンター・機関を有する大規模な総合大学であり、学生数は 4万人を超える。このほか、国立大学

としては、ルアンパバン大学、チャンパサック大学、サバナケット大学、保健科学大学がある。

私立大学もビエンチャンを中心に 30以上あるが、規模の小さい単科大学のみであり、英語学校や

経営学科が中心である。そのため、応募者のほとんどがラオス国立大学卒業である。（2015 年度

選考の応募者の約 72％がラオス国立大学出身である）。 

ラオスにおける高等教育機関は、未だ数・質共に十分ではなく、海外留学へのニーズも高まっ
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ている。海外留学にかかる奨学金プログラムの多くは教育スポーツ省学生局が所管しており、若

い世代においては欧米等、留学先候補も多様化する中、2014 年度は 32 カ国に 4,669 名（このう

ち行政官は 961名）が留学している。内訳は以下のとおりである。 

 

博士 修士 学士 専修学校 語学研修 その他 

92 963 2,022 903 581 108 

 

まだドラフト段階ではあるが、国家人的資源開発計画 2016-2020においても、今後、留学によ

る上級学位取得を促進していくことを目標として掲げているため、JDS 事業のような修士課程の

留学制度が特に必要とされている。 

 
1-1-4. 開発計画 

 
ラオス政府は第 8 次国家社会経済開発 5 カ年計画最終案（2016 年-2020 年）（8th NSEDP）9にお

いて以下の 5点を成長目標に掲げている。 

 

① 2020年までに国民総所得一人当たり平均 2,520 USD、GDP成長率 7.5％以上を目指す。 

② 持続可能な開発目標（SDGs）として 18の項目を設定する。 

（国際基準に基づく 17項目および不発弾撤去） 

③ 安定した経済成長を持続させ、引き続き貧困撲滅に取り組み、2020年までに後発開発 

途上国からの脱却を目指す。 

④ 政治・社会の安定を維持し、国内と諸外国との融合を図る。 

⑤ 天然資源を効果的に管理・利用し、また未開拓の資源調査を行い、国土開発を進める。 

                                                  
9  ラオス計画投資省より入手した第 8次国家社会経済開発 5カ年計画最終案（2016年-2020年）（2016年 4月）

に基づく 
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この目標を達成するために、以下のように部門別に方向性が示されている。 

表 3 第 8 次国家社会経済開発 5 カ年計画（2016 年-2020 年）の方向性 

特定分野（セクタ

ー） 
方向性及びターゲット 

1. 地域開発と貧

困削減 

 2020年までに貧困率を人口の 10％以下に縮小させることを目標として、電化

率や道路交通網、水供給や公衆衛生の普及等、行政サービスの改善と村落・

貧困地域における国民の収入の向上を推進する。 

2.-1 経済セクタ

ーの開発 

（農林、商工、エ

ネルギー・鉱業、

公共事業・運輸、

郵便・通信、公共

財政・バンキング） 

 農業分野：農業と森林セクターを GDP の 19%である 3.2%拡大することを目標

とする。２０２０年までに森林範囲を国土の 70%とすることを目標とする。食

料確保を持続的な形で確実にするため、農林を農工業、サービスや中小企業

と関連させながら開発を行う。 

 商工分野：工業を GDP の 41%である 9.3%、サービス分野を GDP の 41%である

8.9%拡大させることを目標とする。工業開発セクターを質的・量的に推進す

る。多用な商品を国内消費、輸出用ともに生産を行う。サービス分野を工業

開発に沿って推進する。 

 エネルギー・鉱業分野：天然資源利用の保護のための法案を改善する。経済

成長へ向けて再生可能エネルギーの利用を推進する。鉱物の調査を行い、全

国土における未調査の地域の内、最低 50％をカバーする地図を作製する。輸

出前に鉱物の加工・生産を推進する。 

 公共事業・運輸分野：道路交通網、水路、空路の開発を通じて、国内・国際

的な連携地点として成長させる。また、経済、生産、貿易、観光開発におい

て有利な環境を作り出すため、全土におけるインフラの改善を行う。 

 郵便・通信分野：郵便・通信インフラの発展、高速インターネット接続の実

現、それらに基づく国内および諸外国との融合を図る。 

 公共財政・バンキング分野：マクロ経済管理と安定化、歳入増加、金融・財

政政策の強化による赤字財政の削減、通貨の安定、インフレ率を GDP の 5%以

下に維持する。 

2.-2 社会セクタ

ーの開発 

（教育・人材開発、

公衆衛生、労働・

社会福祉、情報・

文化、司法、人口・

男女平等、女性・

青年開発、科学技

術、国民の団結、

社会問題） 

 教育と人材開発：教育の継続的な質的・量的拡大の保証、職業訓練校の改善

と職業訓練の改善による様々な分野の知識や専門性を有する人材の育成を図

る。経済成長に向けた専門的なサービスの発展と管理に重点を置く。2020 年

までに、初等教育への入学率を 99%に、15歳以上の識字率を 95%に引き上げる

よう推進する。 

 公衆衛生：1歳未満の子供の死亡率につき、新生児 1000人のうち 30人以下を

目標とする。清浄水へのアクセスを 90%確保する。2020 年までに公共安全と

衛生に係る保険に人口の 80%が加入できるよう拡大する。 

 男女平等と女性開発：ジェンダー問題、女性の積極的な社会経済開発と能力

開発の強化を推進する。女性への差別や暴力と闘う。 

 若者開発：全人種集団における若者の可能性を、知識や教育、技術や外国語
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の向上を通じて拡大する。 

 若者開発：全人種集団における若者の可能性を、知識や教育、技術や外国語

の向上を通じて拡大する。 

 労働と社会福祉：国内労働力を発展させ、国内・国際的な労働市場の変化に

適応させる。生活技能訓練、知識、能力・創造性などに注目する。市場の需

要に応えるための労働訓練センターを設置する。 

 司法分野：法律家及び法務職員の量的かつ質的な育成、2020 年までに法の下

の平等(ラオス法律マスタープラン)分野における戦略的な計画を実施する。

司法分野の組織的な構造の改善、国民へ迅速かつ効果的な司法サービスの提

供へ向けた手続き・規定の運用を図る。 

2.-3環境保護・天

然資源の管理・持

続的発展、土地管

理・開発 

 社会経済開発における、環境と社会的影響を最小限に抑えた、社会天然資源

と土地の持続的利用を図る。 

 自然災害、気候変動対応にかかる準備を測る。温室効果ガスの排出削減、気

候変動や自然災害の削減と、関連分野の統合を通じた気候変動における適応

能力の強化を図る。 

 気候変動（主に洪水、旱魃）による農産物への影響リスクの削減 

 2箇所の地震警告観測所の改善、及び北部に 5箇所観測所を追加配備する。 

 全土に 200箇所の水質モニタリング観測所を設立する。 

3.企業開発 

 全ての経済セクターが、法の下の平等の中で市場メカニズムに沿って活動で

きる環境を構築する。 

 中小企業を経済成長の駆動力として活用する。 

4.地方開発 

 北部における経済開発、特に農業、工業、サービス分野において少なくとも

GDPの 10%を目標とする。 

 中央部は経済・サービスを先導する中心として、地方や国際社会との統合に

おける窓口となるよう開発を図る。 

 南部においては加工工業に一層の重点を置く。当該地方では農業分野におけ

る労働者の割合を増やす。GDP成長率は少なくとも 12.13%を維持する。 

 全土において経済特区のより効果的で持続的な開発に焦点を置く。 

5.公的セクターの

開発 

 簡素化及び合理化の方針に沿って、中央・地方行政機関の組織改善を図り、

同時に、行政業務の近代化や一層の効率化、透明化を図る。 

6.国防・安全  社会全体による全面的な国防・治安維持路線の執行を継続する。 

7.国際・地域協力  地域および国際的な経済統合政策の実施に力点を置く。 

8.工業化と近代化 

 国家開発と繁栄、人々の生計向上を達成するための工業化、近代化を継続す

る。特に、農業、水力発電、観光、工業、建設資材を主要セクターとして、

その他人材、技術、インフラ、サービス等開発に力点を置く。 
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1-2. 無償資金協力要請の背景・経緯 

 
ラオスは、建国以来人民改革党による一党支配体制下、1986年に「チンタナカーン・マイ（新

思考）」を掲げ、市場経済原理を柱とする解放経済改革に着手してきた。特に 1997 年の東南アジ

ア諸国連合（ASEAN）加盟後、急速に経済発展が進んでいるものの、国内外の格差を是正するため

の制度構築やインフラ整備等、解決すべき課題を多く抱えている。 

こうした中、日本政府は、市場経済への移行に不可欠な法整備や経済・経営分野での人材育成

の需要を抱える開発途上国に対して、「社会・経済開発計画の計画・立案に資する若手行政官の育

成」を目的とする人材育成支援無償（JDS）事業を1999年に開始した。 

ラオスにおいては、各開発課題を取り扱う政府機関・関係省庁の職員・組織・制度・財政等の

能力・体制が、取り組むべき課題に比して総じて不足している。従っていずれの援助重点分野に

おいても行政能力の向上と制度構築が最大の課題であり、その中核となる行政官等の育成が期待

されている。 

 
1-3. ラオスの公務員制度 

 
1-3-1.  行政/公務員制度 

 
ラオスの公務員は、①省をはじめとする中央・地方の各公的組織及び在外公館において、常任

勤務として採用または任命され、月給及び諸手当を国家予算から支給されている者、②独自に管

理規定を有している軍関係及び警察関係の公務員、並びに国有企業に勤務する公務員に分類され

る。 

公務員の採用手続きは、各省や州、郡ごとに、職員を採用しようとする省や事務所によって実

施される。ただし、実際の採用については上位機関の審議・承認を得なければならない。中央省

庁内の局長以上の人事は組織人事中央委員会、副局長以下の人事は内務省の管轄となっている。 

2013年度の統計では、中央省庁・機関の公務員は 172,500名である( 2013年 12月 20日ヴィエ

ンチャンタイムズ紙)。 

ラオスにおいては社会主義国体制であることもあり、公務員が最も人気の高い職種になってい

る。実際、公務員試験に合格してもなかなか職につけず、各省庁では数年間自発的に見習いとし

て無給で仕事をし、ポストの空きを待つ者も多い。空きが出ればこの待機リストの中から正式に

就業できることになるが、その採用の順番や条件基準などは不明確な点も多い。 

採用後の勤務・昇進・異動は、基本的には省庁内で行われ、各省間や州・郡間における職員の

異動はほとんどない。また、ラオス公務員の昇給の機会は勤続年数によるものがほとんどである

が、勤務成績優秀等の理由で実施されることもある。近年、公務員の昇進には勤続年数のみなら

ず、学位や資格、昇格試験なども必要になってきている（2003年首相令第 66条）。学歴も重視さ

れ、例えば行政官のトップポストである総局長（Director General of Department）級には修士

号以上が求められる。現状ではベトナム、中国等で学位を取得した者が省庁内での昇進に有利な

傾向があり、内務省、組織人事委員会、首相府などの機関においてこれらの傾向は顕著である。

これは、ラオスと社会経済体制が近似している隣国ベトナム、中国への留学者数が多いこと、ま
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た部下の昇進を査定する上長もそれら国々への留学経験者であることが多く、これら国々への留

学経験者に対する理解が十分あるためである。これは、JDS 事業への応募の数にも少なからず影

響し、また JDS帰国留学生の昇進にも影響している可能性もあるものと考えられる。 

なお、ラオスの中央機関における主な職位は以下の通りである。 

(1) Minister (大臣) 

(2) Vice Minister （副大臣） 

(3) Director General of Department (局長) 

(4) Deputy Director General of Department （副局長） 

(5) Head or Chief of Division （課長） 

(6) Deputy Head or Chief of Division （副課長） 

(7) Senior Officer （係長） 

 上から職位の高い順。地方行政区分及び裁判所などではこの限りではない。 

 (1) Minister （大臣）は政治的任用。行政官として昇進しうる可能性があるのは(2) 

Vice Minister (副大臣)まで 

 JDS事業の対象となる留学生は (5)以下であることが多い。 

 

1-3-2. 人材育成・研修 

 
ラオスにおける公務員の研修機関としては、フランスの国立行政学院の支援を受けて

National Academy of Politics and Public Administration（NAPPA）が設けられており、研修に

加え、学士や修士号の取得も可能となっている。ただし、当該機関は政府機関としてのみならず

党の機関として位置付けられており、社会主義理論、党のプロパガンダ・政策等のプログラムが

重視され、行政の質の向上や効率化を目的とした専門知識や政策立案などの強化に繋がるものは

少ない。 

今般、協力準備調査において、対象機関における人材育成状況を調査した結果、多くの省庁で

更なる人材育成のため留学や研修の機会が必要とのニーズが確認された。ラオスの公務員は、海

外留学期間中は休職扱いとなり、身分が保証される。帰国後は元の所属先に復職し、2 年間就業

する義務（公務員を辞めて、民間企業等に転職する場合は 3年間の就業義務）が課される制度が

ある。留学で得た知識・技能を省庁内で活用し、組織強化をするためである。この人事制度の下、

JDS 留学生は留学前にラオス政府と、帰国後元の所属先に復職し、最低 2 年間公務員として勤務

する誓約書に署名を行っている。 

しかし、海外留学の方針・計画、予算等は省庁によって差があり、留学・研修の機会がほとん

どない省庁がある一方で、外務省や司法省、商工省等他ドナーの支援による省内独自の研修プロ

グラムがある省庁もあった。未だ長期的な人材育成計画を持っている省庁が少なく、JDS 事業の

応募者も戦略的な意図を持って送り出し、JDS 帰国留学生を組織的に活用しきれない状況が確認

された。 
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1-4. 我が国の援助動向及び民間の協力・交流状況 

 
1-4-1. 我が国の援助動向 

 
我が国は、ラオスの建国後間もない 1958 年に両国間の経済技術協力協定を締結以降、1966 年

から現在まで、社会基盤整備、農業、保健医療等の技術協力や青年海外協力隊（我が国が初めて

派遣した国）等を始めとする政府開発援助（ODA）を通じた支援を行なってきている。ラオスに供

与された ODAの累計額は、2014年の外務省 ODA白書によると 2,540億円を超え、ラオスにとって、

我が国は 1991年から二国間援助においてトップドナーとなっている。 

 

 
出典：外務省ウェブサイト(2014 年 ODA 国別データブック)より 

図 3 主要ドナーによる対ラオス援助実績推移（単位百万米ドル、支出総額ベース） 
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表 4 我が国の対ラオス援助形態別実績 10 

単位：百万ドル 

援助形態 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 累計 

有償資金協力 17.71 3.28 -4.73 -2.48 8.73 97.86 

無償資金協力 63.55 8.60 42.10 40.33 65.47 1,202.52 

技術協力 40.19 39.64 51.06 38.11 29.13 686.47 

出典：外務省ウェブサイト(2014年 ODA国別データブック)より 

 
我が国のラオスに対する援助政策として、2012年 4月に対ラオス援助方針が策定された。本方針では

「MDGs 達成及び LDC からの脱却への支援」を基本方針に、4 つの目標を設定している。ラオスの開

発目標達成を支援し、ASEAN が進める統合の強化、域内の是正格差を図っていく観点から、特に

環境などにも配慮した経済成長の促進のための援助を展開することとしている。 

表 5 我が国の対ラオス援助方針 

援助基本方針（大目標） 重点分野（中目標） 開発課題 （小目標） 

MDGs 達成及び LDC からの

脱却への支援 

①経済・社会インフラ整備 ・交通・運輸網の整備 

・安全かつ安定的な電力供給の拡

大 

・投資・輸出促進のための環境整

備 

・環境と調和した快適な社会の実

現 

②農業の発展と森林の全 ・農水産業の生産性の向上と自給

型から市場型への段階的発展 

・森林資源の持続的活用と生計向

上 

③教育環境の整備と人材育成 ・基礎教育の充実 

・民間セクター強化及び市場経済

化等に資する高等・技術教育の拡

充 

④保健医療サービスの改善 ・母子保健サービス改善のための

保健システム強化 

                                                  
10（注 1） 国際機関を通じた贈与については、2006 年より、拠出時に供与先の国が明確であるものについて

は各被援助国への援助として「無償資金協力」へ計上。また、OECD/DAC事務局の指摘に基づき、2011 年

には無償資金協力に計上する国際機関を通じた贈与の範囲を拡大している。 

（注2） 有償資金協力及び無償資金協力は、これまでに交換公文で決定した約束額のうち当該暦年中に実

際に供与された金額（政府貸付等については、ラオス側の返済金額を差し引いた金額）。 

（注3） 有償資金協力の累計は、為替レートの変動によりマイナスになることがある。 

（注4） 技術協力は、JICAによるもののほか、関係省庁及び地方自治体による技術協力を含む。 
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また、2015年 8月に開催された第 7回日本・メコン地域諸国首脳会議においては「新東京戦略

2015」の下、我が国及びラオスは、東西回廊他道路や橋等のインフラ整備、水力発電事業の推進

といったハード面や、それらの運営管理・制度整備、また、経済・産業発展のための税務・法

律・貿易・金融・経営分野における人材育成等へ向けた行動計画を表明した。また保健分野で山

岳・農村部での適切な医療施設運営や保健人材育成の必要性も課題として挙がった。そして「官

民パートナーシップの活用も含む、民間投資の更なる促進を取り込んだ重層的な協力関係」の重

要性も確認された。(外務省「「新東京戦略 2015」の実現のための日メコン行動計画」 (2015)) 

 

1-4-2. 我が国の対ラオス留学制度 

 
2015年5月時点、国費・私費いずれを含む日本への留学生総数は20万8千人である。(JASSO「平

成27年度外国人留学生在籍状況調査結果) 出身地域別留学生の割合については、アジア地域から

の留学生が92.7%となっている。 

日本政府によるラオスに対する留学生事業の内、JDS 事業と同様に、行政官を対象としたもの

は、文部科学省国費外国人留学制度、JICA の長期研修員（アセアン工学系高等教育ネットワー

クプロジェクト AUN/SEED-Net（修士・博士））、日本政府かラオス際機関への拠出金を通じ

た奨学金事業（IMF 奨学金や ADB 奨学金）などがある。 
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表 6 我が国の留学制度 

実施機関 事業名 趣旨等 

文部科学省 国費外国人留学制度 日本と諸外国との国際文化交流を図り、相互の友好親

善を促進するとともに、諸外国の人材養成に資する。 

日本学術振興

会（JSPS） 

外国人研究者招へい事

業 

個々の外国人特別研究員の研究の進展を支援するとと

もに外国人研究者との研究協力関係を通じた日本の学

術研究の推進及び国際化の進展を図る。 

論文博士号取得希望者

に対する支援事業 

アジア・アフリカ諸国の優れた研究者が日本の大学に

おいて大学院の課程によらず論文提出によって博士の

学位を取得できるように支援する。対象国の学術研究

水準の向上と日本と対象国の学術交流関係の発展を目

的とする。 

外務省 日本／世界銀行共同大

学 院 奨 学 金 制 度

（JJ/WBGSP） 

欧米、日本等の開発関連分野の修士課程において学ぶ

機会を途上国の中間管理職の人々に対して提供する。

25 年以上前より日本政府の拠出金により運営されてい

る。これまで 5,000人以上が受給、2億ドル以上が日本

政府から執行されている。官民両方が対象。 

日本 IMF アジア奨学金

プログラム 

日本政府の支援を受けて東京にある IMF アジア太平洋

地域事務所が運営している奨学金制度で、マクロ経

済・金融政策立案・実施面での政府の能力強化に寄与

するために、アジア・太平洋地域の若手行政官の育成

を目的として奨学金を供与する。 

アジア開発銀行・日本

奨 学 金 プ ロ グ ラ ム

（ADB-JSP） 

ADBに加盟する開発途上国を対象に、アジア太平洋地域

10カ国にある 27の指定の大学院で、開発関連分野で学

位を取得する機会を提供する。1988年 4月に設立され、

日本政府の拠出額は 1 億ドルを超える。35 の加盟国の

合計 2,700人以上に奨学金を提供してきた。毎年約 300

人に提供。 

JICA 長期研修員 開発途上国の JICA事業のカウンターパートや相手国政

府関係機関の優秀な若手人材を 1 年以上受け入れ、総

合的かつ高度な知識・技術を習得させる技術協力事業。 

円借款留学生事業 開発途上国の行政官、技術者、研究者等の育成・能力

強化を行い、相手国の開発課題の解決に寄与するため、

留学生派遣への支援を主眼とした円借款事業。数カ月

の短期受入から学士、修士、博士まで幅広く対応。 

国際交流基金 日本研究フェローシッ

プ 

海外における日本研究を振興するために、日本につい

て研究する学者・研究者・博士論文執筆者等に、日本

での研究・調査活動を行う機会を提供する。自然科学・

医学・工学分野は対象外。期間は最長 14カ月まで。 
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国費外国人留学制度は 1954 年に開始された。2015 年度ラオスからは研究留学生 7 名、YLP4

名を受入れた。 

表 7 国費外国人留学制度における大学院課程を対象とするプログラム 

 研究留学生 ヤング・リーダーズ・プログラム（YLP） 

目的 日本と諸外国との国際文化交流を図

り、相互の友好親善を促進するととも

に、諸外国の人材養成に資する。日本

の大学にまず研究生として 1 年半～2

年間学び、当該期間に大学院（修士・

博士）の入学試験に合格すれば、奨学

金給付期間が延長される。日本語能力

のない者はそのうち半年間が予備教育

機関となる。 

日本の外交戦略の一環として、アジア諸

国等の指導者として活躍が期待される

若手行政官等を、日本の特定の大学で教

育し、知日派、親日派エリートを育成す

る。対象は 1年間の修士課程。 

設立年 1954年 2001年 

募集分野 日本の大学院で受け入れ可能な全ての

分野 

行政・地方行政（政策研究大学院大学）、

医療行政（名古屋大学）、ビジネス（一

橋大学）、法律（九州大学） 

教授言語 日本語または英語 

（積極的に日本語を学習しようと意欲

のある者） 

英語 

定員 なし なし 

主な資格要

件 

年齢：35歳未満 

職務経験：不問（学部生も対象） 

年齢：40 歳未満もしくは 35 歳未満（分

野による） 

職務経験：関連分野で 3～5 年の実務経

験 

選考方法 在外公館による選考・推薦、日本の大

学による推薦 

推薦機関での選考、受入大学による書類

選考、文部科学省 YLP委員会による最終

選考 

卒業生の進

路（例） 

鉱業大臣、教育文化科学大臣、国会議

員、ウランバートル市戦略政策企画局

長 

元モンゴルエネルギー省長官、元モンゴ

ル国連大使等 

 
表 8 ラオスからの国費外国人留学生派遣者数の推移（プログラム別） 

年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

研究 

留学生 
5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 7 

YLP 3 4 6 3 5 5 2 2 5 3 4 

（日本大使館提供） 
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1-4-3.  民間の協力・交流状況 

 
ラオスでは、豊富な天然資源、安定した政治・経済、中国・ベトナム・タイなどからの資源開

発関連分野を中心とした外国直接投資が牽引役となり、安定した経済成長が見られている。日本

企業からの投資は周辺国と比較すると未だ少ないものの、中国やタイなど近隣諸国の投資環境の

急変やタイやベトナム等に進出した企業の補完的工場の設置、これらの国々との物流網の発達、

ラオス政府が設ける経済特区（SEZ）の整備と相まって、「タイ＋（プラス）1」として、製造業

投資を中心に日本企業の進出も増加の傾向にある。ラオス政府は 2020 年に向けて SEZ を 25 カ所

に増設する計画を示しており、今後 SEZ の存在する都市部を中心に製造業・サービス業が発展す

ることが予想されることから、日本企業の投資の増加も見込まれている。 (表 9) （国際協力機

構「ASEAN2025に係る情報収集・確認調査ファイナルレポート(2014)」） 

我が国も対ラオス国別援助方針の中で、ラオスの市場経済化へ向け、日本企業の進出を促す投

資・貿易環境の整備を積極的に支援するとしている。2007年以降毎年開催されている「日ラオス

官民合同対話」でも、日本側から対ラオス投資増へ向けた投資環境の整備について政策提言がな

され、それに対する形で、ラオス側では統一投資奨励法や投資促進にかかる法令の施行を始めと

する、取り組みが行われている。2015年7月に開催された日メコン首脳会議では「新東京戦略

2015」策定に際し、「官民パートナーシップの活用も含め，民間投資の更なる促進と，地方及び

民間の活力も取り込んだ重層的な協力関係」の重要性を打ち出している。 

JDS 事業においても第 1 フェーズから、投資環境の整備、貿易促進、産業開発の促進における

行政能力の向上を目的として、開発課題「投資・輸出促進のための環境整備」が設定されており、

本事業を通じた行政能力の強化がラオスの市場経済化における制度整備にとって引き続き喫緊の

課題である。ラオスの市場経済化における制度整備が重要であるが、ラオスでは、行政手続きが

煩雑かつ時間を要することが多く、日本企業の進出の壁ともなっており、企業にとって重要な信

頼できるパートナーを見つけることが重要である。例えば日本での経験がある人材は窓口として

のコンタクトパーソンと成り得る。 

このような状況を踏まえ、本調査では、日本の産業界との連携の可能性についても情報収集を

行い、上述の日本留学帰国生ネットワークの構築へ向けた動きへの支援を含め、二国間関係の強

化に貢献し得るフォローアップシステムの構築を検討する。 

 外務省ホームページによると、2014年時点の在留邦人数は 671人、ジェトロによると進出日本

企業数は 114 社（2014 年 10 月時点）である。（外務省「海外在留邦人数調査統計（平成 27 年要

約版）」）対日輸出の主要品目はコーヒー、衣類、履物、木材、貴金属等。日系企業の進出に伴い

衣料品や履物の輸出量が増えている。一方、対日輸入の主要品目は自動車、一般機械で、経済成

長に伴うモータリゼーションやインフラ需要が活発なことが背景にある。（国際協力銀行 「ラオ

スの投資環境」2014 年 7 月） 



18 

表9 民間の協力・交流事例 （50音順） 

企業名 事業内容 

Oji Lao Plantation 

Forest Company Ltd 

(王子ホールディング

ス（株）72％及び他日

本企業 13社による共

同持株会社) 

原材料の安定確保と環境への貢献を目的として、2005年より事業を開

始し、ラオス南部 5 県において、焼畑等により荒廃し将来的にも利用

の可能性が低い未利用地に、25千ヘクタールの植林用地を今後 40年の

長期に亘って確保し、安定的なチップ供給を行う予定。また植林会社

が地域住民に苗木を供給し、住民が植林して育てた植林木を買い取る

という仕組み（農民植林）も 5千ヘクタール計画しており、合計で 30

千ヘクタールの植林地を確保。社会貢献活動を通じた地域住民の生活

向上を図る取り組みを行うとともに、植林木の CO2 吸収により地球温

暖化防止への貢献をも目指している。 

ラオツムラ 

2005年からのラオス国立農林普及所(NAFES)との共同研究を経て、漢方

製剤、生薬製剤の原料を栽培。栽培地の整備とあわせて、道路や灌漑

設備などインフラの整備も行い、現地の皆様の生活を支援している。

また、生薬栽培地のサラワン県ラオンガム郡からの依頼に応え、中学

校校舎建設に協力。2011年には政府が促進する「成長加速化のための

官民パートナーシップ」の下、初の官民連携案件として、認定特定非

営利活動法人「日本地雷処理を支援する会(JMAS)*5」が日本 NGO 連携

無償資金協力を受け、第 1 期事業として圃場予定地 200ha を対象に不

発弾除去を実施した。 

アデランス 

オーダーメイドウイッグの生産。ラオス・ビエンチャンで委託生産を

はじめ、オーダーメード製品の毛植え工程を手がけている。１４年５

月に現地法人を設立し、同９月にサワンナケートで賃貸設備による生

産を開始。さらに 2015年 7月下旬には一貫製品を手掛ける自社工場を

稼働し、あわせて 1500人以上の雇用を創出する。 

日新 

ラオスに物流施設と自社車両を保有し、東西経済回廊を利用した越境

輸送サービス（例：ハノイ―バンコク間トラックサービス）等を提供

している。顧客サプライチェーンマネジメントを構築しながら、ラオ

スにおける物流産業育成と経済発展への貢献も目指している。 

ビューロ 

日本の大手玩具メーカーや雑貨メーカー向けに、子供用シャンプーや

マスコット入り入浴剤、キャラクター玩具などを製造。2013年 10月に

南部サワンナケート県の工業団地（SEZ）「サワンパーク」で操業を開

始。 

（JBIC「ラオスの投資環境」等を元に JICEが作成） 

 
1-5. 他ドナーの援助動向 

 
ラオス教育スポーツ省によると、2014 年度は 29 カ国が 3,497 名（このうち行政官は 921 名）

に対し奨学金を支給している。内訳は以下のとおりである。 
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博士 修士 学士 専修学校 語学研修 その他 

89 921 1,230 610 554 93 

 

そのうち、行政官を対象とする JDS 事業と類似の奨学金プログラムを提供するドナーとしては、

主にオーストラリア、中国、ベトナム、タイ、韓国が挙げられる。最も給付人数が多いのは、ベ

トナムの 481名/年、次いでタイの 194名/年、中国の 130名/年となっている。 

オーストラリア政府の奨学金事業（Australia Awards Scholarships）は、事前英語研修の受講

が可能であり、奨学金額も JDS事業に比べ高いだけでなく、修士論文を必要としない 1年の修士

コースもあり、ラオス内を始めアジア諸国で人気が高い。近年の他国ドナーによる奨学金プログ

ラムへの派遣状況を確認したところ、オーストラリア政府の行政官を対象とした奨学金事業の人

数は 2015年度までは 25名/年であったが、2016年度からは 15名/年となっている。 

表 10 他ドナーの修士・博士学位が取得可能な奨学金事業 

プログラム/ 

プロジェクト 
国名 概要 

オーストラリア 

奨学金（AAS） 
オーストラリア 

① 概要：対象国における長期的な開発ニーズに貢献する

ため、奨学金を拠出。 

② 対象：①一般公募、②政府推薦、③政府内での公募 

③ 要件：年齢制限はない。2年の職歴を有すること。 

④ 取得学位：修士、博士 

⑤ 分野：ガバナンス、公共政策、国際開発、生計支援、

教育等 

⑥ 人数：40名程度（70％修士、30％PhD） 

⑦ その他：夏休みなどの休暇期間にアルバイトが可能。 

中国政府奨学金 中国 

① 概要：経済、公共政策、農業、運輸の分野において

ラオスの開発に貢献できる人材の育成  

② 対象：対象分野の省庁職員 

③ 要件：省庁からの推薦 

④ 取得学位：修士、博士 

⑤ 分野：経済、公共政策、農業、運輸 

⑥ 人数：人数設定は無い（2015 年は修士と博士課程へ

16名派遣） 

KOICA奨学金 韓国 

① 概要：韓国の大学への留学。 

② 対象：公務員（Gazette のみを対象としているわけで

はない） 

③ 要件：公務員 

④ 取得学位：修士 

⑤ 分野：分野はオープン（毎年 KOICAにより決定） 

⑥ 人数：人数は決まっていない、年間 20名程度を派遣 
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表 11 対象機関職員が派遣されている主な奨学金（留学・短期研修）制度 

 

対象機関名 奨学金制度  

国民議会 ①ベトナム政府奨学金 ②中国政府奨学金 ③JDS 

首相府 ①ニュージーランド政府奨学金 ②韓国政府奨学金 

③ベトナム政府奨学金 

国立政治行政学院 ①ベトナム政府奨学金 ②中国政府奨学金 ③JDS 

法務省 ①文部科学省奨学金（国費） ②JDS  

③オーストラリア政府奨学金 

公共事業運輸省 ①ベトナム政府奨学金 ②タイ政府奨学金 ③JDS 

天然資源環境省 ①ベトナム政府奨学金 ②タイ政府奨学金  

③オーストラリア政府奨学金 

ラオス国立銀行 
①韓国奨学金 ②オーストラリア政府奨学金 

③ニュージーランド政府奨学金 

内務省 ①文部科学省奨学金（YLP） ②JDS  ③タイ政府奨学金 

エネルギー鉱業省 ①ベトナム政府奨学金 ②JDS ③オーストラリア政府奨学金 

検察庁 ①JDS ②文部科学省奨学金（YLP） ③ベトナム政府奨学金 

組織人事中央委員会 ①JDS ②ベトナム政府奨学金 ③中国政府奨学金 

計画投資省 ①JDS ②オーストラリア政府奨学金 ③ベトナム政府奨学金 

ビエンチャン都 ①ベトナム政府奨学金 ②中国政府奨学金 ③JDS 

財務省 ①ベトナム政府奨学金 ②JDS ③タイ政府奨学金 

科学技術省 ①中国政府奨学金 ②ベトナム政府奨学金 ③JDS 

教育スポーツ省 ①タイ政府奨学金 ②ベトナム政府奨学金  

③オーストラリア政府奨学金 

保健省 ①文部科学省奨学金（YLP） ②韓国政府奨学金  

③タイ政府奨学金 

最高裁判所 ①JDS ②文部科学省奨学金（YLP） ③ベトナム政府奨学金 

商工省 ①ベトナム政府奨学金 ②中国政府奨学金 ③JDS 

農林省 ①ベトナム政府奨学金 ②オーストラリア政府奨学金  

③タイ政府奨学金 

外務省 ①JDS ②オーストラリア政府奨学  

③ニュージーランド政府奨学金 
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Australia Awards Scholarship（AAS） 

AAS が開始されたのは 2013 年であるが、オーストラリア政府は 50 年以上前からラオスに対し

て様々な方法で奨学金を提供してきた。2005 年度から 2015 年度までに 529 名（このうち行政官

は 244 名）がオーストラリアで学んでいる。内訳は以下のとおりである。 

 

博士 修士 学士 専修学校 語学研修 その他 

38 268 143 78 1 1 

 

AAS は主に修士課程への留学プログラムを実施しており、優先分野として教育、人材育成、貿

易、民間投資促進を挙げ、公的セクター（中央・地方政府機関、公立大学・病院・学校、国営企

業）、民間セクター（民間企業、団体、非政府機関、民間保健・教育機関、国際機関の駐在員事務

所）の実務者を対象としている。 

AAS では、通常オーストラリアの大学の受入要件は、IELTS 6.5であるが、英語力の足りない

候補者には最大 12 ヶ月までの英語研修が無償で提供される。研修前は平均で IELTS 5.5 レベル

だが、研修期間中に IELTS 6.5 を目指すこととなる。事前英語研修は、現地英語学校のヴィエ

ンチャンカレッジに委託している。その他の資格要件として、入省後、（無給の研修期間等も含

む）3 年間の実務経験を応募条件としている。 
AAS は、募集活動が活発であり、新聞広告、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）

等に広告を掲載し、地方でも積極的に募集活動を行っている。また、同窓会ネットワーク戦略を

打ち出し、同窓生の人脈形成や交流を促している。同窓会活動の受益者は同窓生だけでなく、ラ

オス政府、オーストラリア政府、同窓生の所属組織、産業界、大学などに及ぶ。 

以上のように、AAS はラオスにおいて先駆的な取り組みを行い、ラオス中央省庁からも歓迎さ

れているが、2016 年の募集選考においては、予算削減により募集定員をこれまでの 50 人から 30

人にに削減した。 

 

1-6. 対象機関の人材育成ニーズ及び状況 

 
JDS 事業新方式では、サブプログラム毎に当該開発課題に最も関連が深い行政機関の人材を集

中的に育成するために、これらをターゲットとして対象機関を定めている。対象機関については、

現時点でのそれぞれの省庁の機能について情報収集の上、各サブプログラム/コンポーネントとの

関連が深く、その課題解決のための直接的な貢献が期待される行政機関が選定された。 
また、対象機関の状況〔対象機関における重点分野/開発課題の人材育成の必要性、対象機関の

役割・職員数及び内訳、対象機関における JDS 候補者数（資格要件に合う職員数、英語能力の把

握）等〕を把握するため、以下の通り質問票による補足調査を実施した。 
 
(a) 調査方法 

本準備調査開始後、2015 年 11 月中旬に、受入が想定される候補対象機関宛に質問票を送

付し回答を依頼した。併せていくつかの対象機関を個別訪問し、(b)に関するヒアリング、及

び質問票の回収・フォローアップを行った。 
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(b) 調査内容 
① 組織としての役割、課題、人材育成ニーズ 
② 潜在的候補者の有無（正規職員数、対象年齢者数等） 
③ 博士課程の要望 
④ 他ドナーによる研修・奨学金機会の有無 
⑤ その他 JDS 事業へのコメント・要望 
 

(c) 調査を実施した機関 
対象機関である 22 機関に対して、質問票及び個別訪問による補足調査を行った。全機関

より質問票の回答を取り付けたほか 10 機関を個別訪問し、聞き取り調査結果を得ることが

できた。 
 

(d) 調査結果概要 
① 組織としての役割、課題、人材育成ニーズ 
  資料 7 に示す通り、対象機関毎の組織の役割・マンデート、及びそれに基づく開発課題、

人材育成ニーズ等を確認することができた。 
  サブプログラムの設定についても、各対象機関の開発課題及び人材育成ニーズをカバー

し得る幅広さが確保されており、その設定の妥当性を確認することができた。 
   
② 潜在的候補者の有無 

調査結果によると、調査した機関のうち、JDS 事業で対象としている 20～40 歳の正職

員は正職員全体の 74%以上を占めている。 
また、各対象機関行政官の修士号 11取得状況を調べたところ、調査の回答があった機関

の職員のうち、約 18％であることが確認された。 
英語力のある職員数については、外務省やラオス国立銀行では約 70％である一方で、エ

ネルギー鉱業省、公共事業運輸省、司法省、裁判所、国民議会、検察庁などは 10％に満た

ない。 
英語力の点では課題も見られるが、対象年齢の正職員が多く、修士号を持つ職員が全体

比で見るとまだ少ない中、各省庁からは海外留学へのニーズ・期待も多く聞かれているこ

とから、各省庁に潜在的候補者は一定数居るものと考えられる。 
 

③ 博士課程の要望 

博士課程の導入については、ほぼすべての省庁が博士課程のニーズがあると回答した。

この背景には近年、各省内の昇進に博士号の取得が有用になってきている事情があるもの

と考えられる。多忙な省庁において日本に長期間職員を派遣することへの懸案が考えられ

たが、本調査で訪問してニーズ調査を行った省庁では、近年各国ドナーによる奨学金プロ

                                                  
11 国内・海外の区別なく調査。 
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グラムが増加した一方で、JDS 事業では修士課程までしかないことが一つのデメリットで

あったことから、博士課程の導入を歓迎し、期待する声が多かった。 
 

④ 他ドナーによる研修・奨学金機会の有無 
各省とも職員の人材育成に対して理解・関心が高く、様々な研修・奨学金の機会を利用

していることが分った。オーストラリアや中国、ベトナム、タイ、韓国、アメリカなどか

ら奨学金機会の提供がある。オーストラリアなどは公務員のみでなく、民間を対象にした

ものもあり、競争率が高いことがネックであるものの、英語を学べるなどの魅力もあり、

人気がある。他方、中国やベトナム、タイなどは、社会体制が類似している、地域的なな

じみがあり安心、言語障壁も小さく、行きやすいと声が多くあった。特に中国、ベトナム

は学部生の受入数が多く、そのまま大学院に進むケースも多い。 

他方、JDS 事業は、他ドナーの奨学金プログラムとは異なり、行政官のみを対象とした

開発課題の解決のためのもので、好意的な声が多かった。 
   

⑤ その他 JDS事業へのコメント・要望 

運営委員会メンバーより、より効果的にラオスの経済発展につなげるため、その課題解決

の役割を担うべき適確な政府機関を対象機関として追加するよう強い要望が上がった。コン

ポーネント「2-2投資・輸出促進にかかる経済政策上」については首相府経済特区委員会を、

また「3-1 農業・農村地域開発」については首相府農村開発・貧困撲滅委員会が新たに対象

機関として追加されるべきとの提案であった。今回調査で当該機関を訪問したところ、両委

員会とも組織の役割・マンデート、潜在的な候補者数、帰国後の活用など十分にそぐうこと

が確認された。また両機関からは本事業へ職員を留学生として出すことについて熱意と期待

が寄せられた。ただし、対象機関としては省庁名までの記載に統一されていることから、両

コンポーネントの対象機関としては「首相府」と追記されることとなった。 

なお、ビエンチャン特別市については、前フェーズより対象機関となっているものの、応

募が 1件もない。今回調査で当該機関を訪問したところ、英語力の問題もあり、修士プログ

ラムよりも短期的な実務研修の希望が出された。ビエンチャン特別市においては、都市イン

フラ整備にかかる JICA のプロジェクトが複数実施されている。今後はその専門家等がプロ

ジェクトに係る優秀な人材に応募勧奨することが望ましい。 
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第2章 JDS事業の内容 

 
2-1. JDS事業の概要 

 
「1-1-2. JDS 事業の現状と課題」で述べた通り、JDS 事業は我が国政府の「留学生受入 10 万

人計画」の一環で、途上国の社会・経済開発政策の立案や実施において、中核的役割を果たす人

材の育成を目的として 1999 年度に新設された無償資金協力による留学生受入事業である。 
JDS 事業の開始当初、留学生個人の能力向上が主な目的であったが、2009 年度事業より段階

的に新方式に移行し、目的を各国の行政能力の向上とし、将来、各国の課題解決のための政策立

案ができる人材を対象としてきた。したがって、新方式の特徴は、個人の留学支援を目的とした

従来の留学制度とは異なり、対象国が JDS 事業の日本側関係機関と協議の上決定する援助重点分

野（サブプログラム）に携わる人材の育成に主眼が置かれている点にある。 
本準備調査では、上述した JDS 事業の趣旨や特徴を念頭に置きつつ、対象国の国家開発計画や

我が国の国別援助方針に基づき設定されたサブプログラムにおける人材育成ニーズ及び想定され

る対象機関における候補者の有無等の調査を行い、その結果に基づき 4 期分を 1 つのパッケージ

とした JDS 事業の事業規模と、各サブプログラムの事業計画（サブプログラム基本計画）の策定

を行うものである。 
ラオスにおいては 2016年 1月に実施された現地調査にて表 9のとおり JDS事業の枠組みが策

定された。 

表 12 ラオス JDS事業新方式における枠組み 

サブプログラム 

（JDS事業援助 

重点分野） 

コンポーネント 

(JDS 事業開発課題） 

想定される募集対象機関 

（推薦割当機関） 

1. 行財政能力向上及

び制度構築 

1-1行政強化・法制度整

備 

首相府、外務省、内務省、計画投資省、 

組織人事中央委員会、国立政治行政研究所、 

司法省、最高裁判所、検察庁、国民議会 

1-2財政強化 財務省、計画投資省、ラオス国立銀行 

2. 持続的な経済成長

のための基盤整備 

2-1経済開発のためのイ

ンフラ整備 

計画投資省、エネルギー鉱業省、 

公共事業運輸省、天然資源環境省、 

ビエンチャン特別市 

2-2投資・輸出促進にか

かる経済政策 

首相府、計画投資省、外務省、財務省、商工省、 

情報文化観光省 

3. 持続可能な農業・農

村開発と自然環境保全 

3-1農業・農村地域開発 首相府、農林省、商工省 

3-2自然環境保全 天然資源環境省、農林省、エネルギー鉱業省 

4. 教育政策の改善 教育・スポーツ省 

5. 保健政策の改善 保健省 
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2-1-1. JDS 事業の実施体制 

 
（１） 運営委員会 

2016年 1月に実施された協力準備調査における現地協議において、教育・スポーツ省（MOES）

が JDS事業を含む留学生事業の主管省庁であることから、運営委員の議長となり、運営委員会は、

ラオス側委員（MOES、計画投資省、外務省、組織人事中央委員会、内務省）及び日本側委員（在

ラオス日本国大使館、JICAラオス事務所）にて構成されること（図 3）、またその機能･役割は JDS

事業運営ガイドラインに基づき、以下のとおりとすることが確認された。 

ア. 事前調査における本事業計画策定協議への参加： 

・ ラオスの国家開発計画、日本の対ラオス援助方針等に基づき JDS 事業にて取り組むべき

重点分野（サブプログラム）及び開発課題（コンポーネント）の設定を行う。 

・ 各コンポーネントに関連が深く、課題解決のための直接的な貢献が期待される省庁・機

関を主管省庁及び対象機関として選定し、JDS 事業の 4 期計画であるサブプログラム基

本計画の策定における協力を促す。 

イ. JDS留学生最終候補者の決定： 

・ 運営委員会にて選考方針を決定の上、円滑な選考実施に当たって必要となる協力を行う。 

・ 第三次選考（総合面接）の実施とその後の運営委員会における最終候補者の決定を行う。 

ウ. 帰国 JDS留学生の有効活用の促進及びフォローアップ： 

・ プロジェクト効果発現を目指して帰国 JDS 留学生の活用策を検討し、フォローアップを

行う。 

エ.  その他本事業の運営管理に関する検討： 

・ その他、事業の運営管理に必要な事項について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 ラオス運営委員会 

【議長】教育スポーツ省 

Ministry of Education and Sports 

計画投資省 

Ministry of Planning and Investment 

 

組織人事中央委員会 

Central Committee for Organization 

  

 

【事務局】 

JICAラオス国事務所 

JICA Laos Office 
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（２） 受入大学 

JDS 事業新方式において、受入大学は、専門的見地からプロジェクト実施のパートナーとし

て準備調査への参画及び後述する特別プログラムの実施等を通じたプロジェクト目標達成のた

めの役割が求められている。そのため、選定された受入大学は、原則として以後 4 期固定化さ

れ、該当する開発課題に対して継続的かつ体系的に取り組むことが期待される。 
 

(a) 受入大学決定に至る経緯 
2016 年度来日以降 4 期 6 年間の JDS 留学生にかかる受入大学が採択された。受入大学の決

定にあたっては、JICA はこれまで JDS 留学生の受入実績のある大学及び新たに受け入れを希

望する大学に対して、ラオス JDS 事業における想定対象分野／開発課題を提示し、各大学より

受け入れを希望する課題に関して受入提案書の提出を募った。その結果、ラオスについては 23
大学 46 研究科から提案書が提出された。 
各大学から提出された受入提案書の内容やこれまでのJDS留学生を含む留学生の受入実績、

ラオス留学生の受入れ体制等の項目について、JICA本部及びJICAラオス事務所は評価要領 12

に基づき受入提案書の評価を実施した。また、受入大学の選定にあたっては、より多くの大学・

研究科へJDS事業に参加する機会を提供するために、重複に配慮し、新規大学を取りこんでい

く点も検討された。 
その後、本準備調査の現地協議において、調査団よりラオス政府側に日本側の大学配置案が

提示され、あらためて両国事業関係者間で協議を行い、最終的な受入大学を選定した。 
なお、JDS 事業新方式においてはコンポーネント・本邦受入大学については 4 期固定するこ

とが原則であるが、ラオスの動向・情勢に応じた人材育成ニーズの変化にタイムリーに対応す

るため、特段の理由がある場合には、運営委員会で必要性を十分確認した上で、一部のバッチ

で変更も可能とした。 

                                                  
12 受入大学提案書にかかる評価要領。提案書の記載項目別に評価ポイントを点数化し、JICA 資金協力業務部及

び JICA ラオス事務所によって評価が行われた。なお、受入提案書の記載項目は、①受入可能人数、②当該想

定開発課題に対する取組みの基本方針、③プログラム内容、④当該研究科における受入・指導体制、⑤過去の

JDS 留学生受入実績、⑥JDS 以外の留学生受入状況等、⑦当該開発課題における研究・協力実績等である。 
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表 13 ラオス 受入大学 

サブプログラム 

（JDS事業援助 

重点分野） 

コンポーネント 

(JDS事業開発課題） 

受入大学名 

1. 行財政能力向上及

び制度構築 

1-1行政強化・法制度整備 

 

国際大学大学院 

 

国際関係学研究科 

 

神戸大学大学院 

 

国際協力研究科 

1-2財政強化 山口大学大学院 経済学研究科 

2. 持続的な経済成長

のための基盤整備 

2-1経済開発のためのイン

フラ整備 
広島大学大学院 

工学研究科/国際協力

研究科 

2-2投資・輸出促進にかかる

経済政策 

立命館大学大学

院 
国際関係研究科 

 

3. 持続可能な農業・農

村開発と自然環境保全 

3-1農業・農村地域開発 九州大学大学院 生物資源環境科学府 

3-2自然環境保全 筑波大学大学院 生命環境科学研究科 

4. 教育政策の改善 広島大学大学院 国際協力研究科 

5. 保健政策の改善 長崎大学大学院 
熱帯医学・グローバル

ヘルス研究科 

 

 (b) 先方政府との協議 
JDS 事業新方式において、受入大学は JDS 事業の計画・調査段階から主体的・積極的に参

画することにより、対象国の課題に即した受入体制、指導内容を整備し、JDS 留学生の母国の

実情やニーズを踏まえた研究への方向付けを行うことが求められる。これにより、将来的に研

究成果が社会へ還元される可能性を向上させ、ひいては JDS 事業の事業効果の発現を促進する

ことが期待されている。このため、JDS 留学生の選考にあたって受入大学教員をラオスに派遣

し、候補者の面接を行う際に、併せて運営委員会や対象機関等の現地 JDS 事業関係者との意見

交換を行う予定である。 
目的は以下のとおり。 
・ 現地 JDS 事業関係者との意見交換を通じ、当該国の抱える課題や人材育成施策に対する

認識を共有すること 
・ 受入大学が対象国のサブプログラムに特化したプログラム（特別プログラム 13）の計画

立案を行うための当該分野課題状況、人材育成ニーズにかかる情報を得ること 
現地事業関係者との意見交換を通して、受入大学は対象国の抱えるサブプログラムにおける

課題と人材育成ニーズ、及び対象機関や留学候補者のバックグラウンド等を把握し理解するこ

                                                  
13受入大学が JDS 留学生に対して、既存の大学プログラム（授業及び研究室における指導等）に加えて、受入国、

開発課題等のニーズを踏まえ、また JDS 留学生の状況に応じて行う追加的な活動。 
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とにより、適切なカリキュラム及び受入体制を検討することが可能になる。また、4 期継続し

た JDS 留学生の受け入れによる、対象国・対象機関との長期的な連携関係構築の契機となるこ

とが期待されている。 
 

(c) JDS 留学生の受け入れ及び帰国後の関与 
JDS 事業新方式では、原則として受入大学において同一国、同一サブプログラムにて 4 期 6

年間継続して JDS 留学生を受け入れるため、受入大学は既存のカリキュラムやプログラムに基

づいた指導を行うことに加え、対象国の抱える課題に適した内容でかつ JDS 留学生の留学前、

留学中、帰国後にわたって一貫した特別プログラムの提供を行うことが期待されている。 
特別プログラムの目的は以下のとおりである。 

・ JDS 留学生が当該国のサブプログラムにおける課題解決のために、より実践的・具体的な事

例紹介等を通じて実践的な知識･経験を習得すること 
・ 特別プログラムにおける活動を通じて、JDS 留学生あるいは先方対象機関が、本邦及び海外

の研究者・機関と将来の活動に貢献するネットワークを構築すること 
ラオスの受入大学として選定された大学の中には、事前・事後の活動実績を持つ大学もあり、

フォローアップについてはこれまでにも独自に同窓会ネットワークを持ち、帰国後も定期/不定

期に指導教員と JDS 帰国留学生がコンタクトし、共同研究を行っている大学もある。 
 
2-1-2.  対象重点分野（サブプログラム）基本計画 

 
本準備調査の現地協議において、ラオスの国家開発計画と我が国の国別援助方針及び JICA に

て実施中のプロジェクトとの整合性を十分に考慮しながら、JDS 事業における援助重点分野（サ

ブプログラム）が設定された。また、本準備調査において行われた対象機関に対する補足調査や、

大学から提出された受入提案書を基に、5 つのサブプログラム及び 8 つのコンポーネントそれぞ

れについて対象重点分野（サブプログラム）基本計画（案）の案を作成した（資料 6）。 
対象重点分野（サブプログラム）基本計画は、それぞれのサブプログラムにおいて、留学候補

者を推薦する対象機関や本邦の受入大学、投入する留学生数及び期待される成果等について、向

こう 4 期の事業（4 期分の投入）を 1 つのパッケージとして策定するものである。同計画に基づ

いて 4 期にわたり同一のサブプログラム/コンポーネント、対象機関及び受入大学の下で JDS 留

学生を派遣することにより、中核的人材の政策立案・事業管理等の能力が向上し、ひいては対象

機関の政策立案等の能力を向上させることを目的としている。 
また、各受入大学がラオスの各サブプログラムの解決に特化して取り組むための特別プログラ

ムを提供することにより、受入大学とラオス政府機関との関係強化の促進が期待されている。な

お、当該基本計画は、今後、来年度の第 1 回運営委員会にて最終的に策定された後、向こう 4 期

6 年間に受入大学が JDS 留学生に対する指導を行う際の指針となるものであり、プロジェクト評

価のベースとなるものである。 
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また、運営委員会との協議の結果、上記の対象重点分野（サブプログラム）基本計画に記載さ

れる「JDS 留学生応募者の資格要件」は以下の通りであるが、毎年の運営委員会において確認し、

決定する。 
 
資格要件概要 

・対象機関において制度整備・運用、政策立案に関する業務に従事する正職員 

・制度整備・運用、政策立案に関する業務に 2 年以上の専門的な実務経験を有すること 

・ ラオス国籍を持つこと 

・ 原則として 22 歳以上 40 歳未満（来日年度 4 月 1 日現在） 

・ 軍に現に奉職していない者 

・ 本事業の目的を正しく理解し、学業の修了・帰国後、母国の発展に貢献する明確な意思を有

する者。 

・ 原則、既に海外支援による奨学金を受給し留学した結果、「修士」の学位を取得していない者。

また、現在、他の海外支援による奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者。 

・ 心身ともに健康である者。 

・ 日本に留学するうえで、十分な英語力を有する者日本に留学するうえで、十分な英語力を有

する者 

 

サブプログラムはラオスの開発課題、対ラオス経済協力方針と関連していることが確認されて

おり（詳細は後述「3-5. JDS 事業の妥当性」を参照）、JDS 事業で取り組むべき重点分野/課題と

して 2016 年 1 月に実施された現地調査の協議において正式に合意されている（詳細は資料 4 参

照）。 
 

2-1-3.  事前英語研修導入の検討 

 
「1-1-2. JDS 事業の現状と課題」において、ラオス JDS 事業におけるこれまでの課題の１つ

に、ラオス JDS留学生は、他国 JDS留学生と比較して、基礎学力が低く、日本の大学院で研究を

するには、特に英語や数学などの基礎教科、また学術研究・論文執筆をするための学術的素養・

基礎知識が不足しているとの指摘も多く、修士号取得にあたり大きな懸念となっていることを挙

対象重点分野（サブプログラム）基本計画の主な項目 

 

1. サブプログラムの概要 

（1）基本情報 （2）背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

（3）我が国及び JICAの援助方針とその実績（これまでの JDS留学生の成果含む） 

2. 協力の枠組み 

（1）事業の目的 （2）案件目標 （3）目標の指標 （4）受入計画人数及び受入大学  

（5）活動 （6）日本側の投入、投入期間・人数（7）相手側の投入（8）資格要件 
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げた。 

本準備調査にて対象機関の潜在的候補者の有無を調べたところ、実際、各省における英語力の

ある職員の割合については、差が大きくあり、外務省、ラオス中央銀行では比較的高いものの、

他の省庁では限られていることが改めてわかった。また一部省庁では、独自の英語研修や海外か

らのボランティアの協力などにより、職員を対象とした英語研修を実施しているが、そうした英

語研修は一般的な英会話を学ぶためのものであり、大学院留学の準備としては不十分であること

が分った。 

いくつかの受入大学は、特別プログラムとして来日前の英語や数学の補完講義等を設定してい

るケースもあるが、全 JDS留学生に対し、共通した基礎知識補完・強化が必要であるため、ラオ

ス政府側と協議し、来日前に一般的な英語・英会話能力の向上ではなく、英文アカデミックライ

ティングの基礎知識・技術を習得するための 100時間程度の英語研修を受講することを検討する

こととした。 

ただし、ラオス政府側では上述の内容をカバーする既存の講座を準備することは難しいとのコ

メントがあり、今回日本側がカリキュラム作成等の過程に主体的に関与し、ラオスの民間の語学

学校等を利用して新たな英語プログラムを開発することとなった。 

 
2-1-4. 博士課程への受入れの検討 

 
本準備調査にて、更にハイレベルの人材を輩出するための博士枠追加について検討するため、

調査を実施した。調査に際して、以下の目的、基本方針に関するポイント等を案とした。 
① 目的 
博士枠設置の目的としては、対象国の開発課題に対し、特に高度な知識・研究能力に基づき、

大局的な意思決定・政策判断ができることに加え、グローバルな視野及び人材ネットワークの構

築を通じて、対象国の代表として国際的な議論をもリードし、国内外に影響力を発揮できる人材

の育成を行う。 
併せて、博士課程まで一貫した日本との関係構築・深化を通じ、対象国における真の知日派リ

ーダー育成を目的とする。 
 

② 基本方針 

1）原則、JDS 帰国留学生（修士号取得者）が対象。原則、40 歳以下（入学年度 4 月 1 日時点） 
2）原則、修士修了後に 1 度帰国して復職し、一定期間（職務貢献、研究準備）を経て再留学。 
3）最長 3 年。原則、各４カ年国債のターム 2 の春入学（後述の図●参照）。 
4）対象国は協力準備調査でニーズを精査し限定する。 
5）人数は当初想定人数の１割程度を上限に追加する。 
6）博士枠は充足目標を設定せず、適格な人材が出た場合のみ適用する。 
7）原則、JDS 帰国留学生が修士を取得した大学・研究科を想定、等 
 
③ 受入形態 
支援期間は 3 年間を上限とする。2 年間日本に滞在し、最終年の 3 年目は帰国して本国で論文

作成することを推奨する、等。 
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④ 募集選考方法 

1）通常の修士枠と別に募集選考を行い、JDS 運営委員会で決定する。 
2）本人が、受入大学側の事前了解（と指導計画・推薦状等必要書類）を取り付けた上、応募書

類一式（所属先推薦含む）、研究計画も揃えて応募する。 
3）選考は、JDS 運営委員会で将来ラオスのトップリーダーとなる人材としての資質を審査する。

また研究内容の審査もより綿密に行う必要があり、受入大学の十分な関与が求められる。併せ

て現地で活躍している知日派人材等にアドバイスをもらうなどより適切な候補者を選定する

よう工夫する。 
 
⑤ 待遇 

滞日中の奨学金は、国費留学生の博士課程研究留学生に準じる、等。 
 
2016 年 1 月に実施したラオスでの現地調査では、各省庁における博士号取得のニーズについ

て全体調査の中で確認した上で導入を決定する旨ラオス側に説明したところ、先方からは大きな

期待を持って歓迎された。さらに、上限人数（20 名／年）の約 1 割である 2 名／年を上限に、修

士課程の留学生とは別に追加で受け入れることを可能とする旨説明し、合意を得た。また、ミニ

ッツ協議においては、ラオス側より、JDS 留学生だけが対象となっているが、それ以外にも広げ

ることについても検討してほしい旨言及があった。応募要検討選考プロセスについては、引き続

き運営委員会で協議することを確認した。 

 
各対象機関に対し、質問票を使用して博士号のニーズをアンケートしたところ、回答した対象

機関の全てでニーズがあることが確認された。なお、博士課程への応募の条件としては、JDS 事

業留学後、一度所属先に戻って勤務する条件を挙げる機関もあったが、修士＋博士の 5 年間（連

続）との回答も多かった。 
現地調査のヒアリングでは、対象省庁から「博士課程へも将来的に留学可能であれば、JDS 留

学生のモチベーションがさらに上がるであろう」「JDS 事業修士課程の年齢上限に鑑みれば、博

士課程の年齢上限は 40 歳以上にも緩和されるべき」「2 年日本、1 年ラオスでの滞在による取得

も良いが、ラオス内にいる場合は、仕事との両立は不可能。休職扱いとして、勉強に集中できる

よう条件付けが必要」「博士号の取得単体が昇進に影響するわけではないが、昇進には大きなアド

バンテージとなるため、博士課程の取得のニーズがある」「将来的には対象人数をもっと増やして

ほしい」という意見があった。 
 

2-2. JDS事業の概要費 

 
2-2-1. 概要 

 
修士課程については、2017 年度以降 4 期分の各年度の受入人数上限（20 名/年度）と、受入大

学が提出した受入提案書に記載された受入人数上限及び各サブプログラムの解決に最適なプログ

ラム内容が検討された結果、サブプログラム・コンポーネント毎の 4 期分の受入人数（案）は調

査を通じて資料 5 の通り決定された。 
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なお、サブプログラム・コンポーネント毎の受入人数は年度毎に設定されているが、募集・選

考を通じて受入予定人数枠に満たないサブプログラム・コンポーネント/受入大学が発生した場合

は運営委員会の要請に基づき、他のサブプログラム・コンポーネントに受入枠を振替えることを

提案した上で、各年度の受入人数上限（20 名）まで候補者を選定・確保することも併せて確認さ

れた。 
博士課程については、2017 年度以降 4 期分の各年度の受入人数上限（2 名/年度）とし、各人 3

年間で終了することを前提に、また修士課程に比して日本側の労力があまりかからない想定で一

部業務を省略して算出した。 
 

2-2-2. 概算事業費 

 
JDS 事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、3.07億円となり、日本とラオスとの負担

区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件によれば、次のとおりと見積もられ

る。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 
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（１） 日本側負担経費 

（単位；千円）

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、宿舎関連手当他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）

2,588

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）
募集選考支援経費
留学生保険加入費
来日後ブリーフィング/オリエンテーション経費
大学会議経費

20,190

直接人件費
管理費

15,899

38,677

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、宿舎関連手当、他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）
特別プログラム経費

66,969

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）
事前研修経費
留学生用資材費
留学生保険加入費
来日後ブリーフィング/オリエンテーション経費
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）

17,009

直接人件費
管理費

29,257

113,235

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
特別プログラム経費

73,347

運営委員訪日ミッション経費
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）

3,118

直接人件費
管理費

12,907

89,372

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、宿舎関連手当、他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）
特別プログラム経費

50,902

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）
帰国プログラム(本邦）経費
帰国プログラム（現地）経費

3,514

直接人件費
管理費

11,282

65,698

事業費　総額 306,982

2017年度
Term-2

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2017年　事業費　計

2016年度　ラオス国　人材育成奨学計画（4ヵ年国債）

　　概略総事業費　約　306.9百万円　　

年度 費目 概略事業費

合計

2018年度
Term-3

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2018年　事業費　計

2019年度
Term-4

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2019年　事業費　計

2016年度
Term-1

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2016年　事業費　計

 

（注）上記の概算事業費は、E/N 上の供与限度額を示すものではない。 
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（２） ラオス負担経費 

 ・事前英語研修にかかる経費（一部） 
（ラオス側あるいは JDS 留学生本人負担とする方向で今後引き続き検討する） 

・JDS事務所の執務室提供に係る経費 
 

（３） 積算条件 

① 積算時点 ：2016 年 2 月 
② 為替交換レート ：1US$ ＝121.95 円 

   ：1LAK＝0.0149 円 
③ 業務実施期間 ：事業実施期間は、実施工程に示したとおり。 
④ その他 ：積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 

 
2-3. 相手国側負担事業の概要 

 
JDS留学生の募集・選考期間は、教育・スポーツ省が運営委員会議長として、JDS 事業の計画・

実施・管理・監督をする主導的役割を担い、応募書類の配布促進等を通じて応募勧奨に協力し、

サブプログラム毎に設定された対象機関に対しては、JDS 事業への協力の働きかけを行うほか、

サブプログラム基本計画の策定に向けて受入大学・対象機関間の協議を調整・実施する。 

JDS留学生の留学期間中は、ラオス政府は実施代理機関を通じて JDS留学生に対し定期的にモ

ニタリングを実施する。実施代理機関から提出される定期報告書により、JDS事業の事業進捗や

懸案事項等について確認し、必要に応じて他の運営委員会メンバーに情報共有し、協力して適切

な措置を講じる。また、JDS留学生が修士論文を作成する上で必要な場合、データの提供等を行

う。 

JDS 留学生の帰国後は、帰国留学生が母国の開発課題の解決に向けた取り組みに貢献すること

及び人的ネットワーク構築が JDS事業の主目的のひとつであることに鑑み、ラオス政府は JDS留

学生の帰国後に帰国報告会を開催して留学成果を把握するとともに、その後の動向調査や我が国

との学術、文化交流・協力の促進等について必要な措置を行うこととする。また、教育・スポー

ツ省は、JDS 留学生の帰国にあたり、留学前と同じ職務もしくは行政府等の中枢で活躍できるよ

うな職務が与えられるよう関係省庁へ働きかけ、事業効果発現を促す。 

また、「2-1-3.  事前英語研修導入の検討」に述べたように、事前の英語研修を実施する場合

は、ラオス側の自助努力を求めるべく、経費負担の検討を依頼した。ラオス政府では近年留学を

奨励する予算が取られていることもあり、対応の可能性はあるが、定義付けや条件設定の調整が

必要となる。他方、ラオスの若手社会人、特に公務員は自己研鑽のための投資をいとわない傾向

がある。一部本人負担とすることなどで、JDS留学生本人に高い取り組み意識を持たせ、成果を

出すような工夫も必要であるとの意見も出された。本人負担可能な金額などを検討する必要があ

る。 

なお、実施機関である同省に対して JDS事務所の執務室提供を申し入れたところ、引き続き無

料で提供されることとなった。 
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2-4. JDS事業のスケジュール 

 
本準備調査の結果、日本国外務省及び JICA が 2016 年度以降の JDS 事業実施を正式に決定し

た場合、向こう 4 期の事業については図 2 に示されたスケジュールに基づく実施が想定される。

具体的には、年度毎に E/N（交換公文）及び G/A（贈与契約）の締結後、JICA が準備調査を受

託したコンサルタントを実施代理機関（エージェント）としてラオス政府に対し推薦し、当該エ

ージェントが JDS 事業におけるラオス政府との契約を締結した上で、ラオス政府に代わり事業の

実施を担うこととなる。 
ただし、正式には毎年外務省が日本政府内の承認（閣議）を経て受け入れ上限人数を決定し、

その後 E/N において、年間上限人数が確定・合意される。 

協力準備調査

第1期（修士） 募集選考 来日 帰国

第2期（修士） 募集選考 来日 帰国

第3期（修士） 募集選考 来日 帰国

第4期（修士） 募集選考 来日 帰国

第1期（博士） 募集選考 来日 帰国

第2期（博士） 募集選考 来日 帰国

第3期（博士） 募集選考 来日 帰国

第4期（博士） 募集選考 来日 帰国

2021年度 2022年度2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

 

図 5 実施工程 

博士枠を 4カ年／期の事業パッケージに収めるには、春入学にする必要があるため、募集選考

期間を圧縮し、夏の募集告知から年内に合格者を決定し、3月に来日するスケジュールとする必

要がある。 

 
2-5. フォローアップ 

 
将来ラオスの中核人材として重要な役割を果たす若手行政官を育成するためには、滞日中の学

業のみならず、帰国後もフォローアップが必要である。ラオスにおいては、公務員の海外留学に

かかる復職規定と 4年間対象機関、受入大学が定められ、特定の課題を効率的に解決する新方式

の体制が相乗効果をなし、帰国留学生の留学成果を発現しやすい。しかしながら、ラオスにおい

てこれまで 293名の JDS帰国留学生がおり、省庁横断のネットワーク構築等が切望されてきたも

のの、体系的なフォローアップは行われてこなかった。 

ラオスの JDS留学生の同窓会としては、「ラオス元日本留学生会」（JAOL: Japan Alumni of Laos）

中に JDS帰国留学生のグループがある。JAOLは、ラオス・日本友好協会の傘下で活動する日本に

6 カ月以上滞在したラオス元留学生が 450 人ほど登録する組織で、会長の下に 4 人の副会長がお
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り、そのうち 1名が JDS帰国留学生である。JAOLは在ラ日本国大使館や国際交流基金から事務所

運営資金の一部をもらっており、また日本やラオスの民間企業等から資金を得て日本語スピーチ

コンテストやスポーツ大会、清掃活動やホームステイ、各種奨学金事業のコーディネートを行っ

ている。ラオスの政治・社会体制下では、任意で結社することが難しいため、これを活用するこ

とが望ましい。 

一方、一部の受入大学では、独自の同窓会を設立して帰国留学生とのネットワークを強化して

いる。 
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第3章 JDS事業の妥当性検証 

 
3-1. JDS事業と開発課題及び国別援助方針の整合性 

 
（１） 概要 

これまで述べてきた通り、2016 年 1 月に現地調査が実施され、対象国における開発課題・対

ラオス経済協力方針・JICA プログラムとの連携を意識した JDS 事業の位置づけが明確化される

よう事前の調査を強化し、現地調査を通じて対象国のニーズを確認すると共に、そのニーズを満

たしうる教育プログラムの提供が可能な受入大学とのマッチングの強化が行われることとなった。

このような目的・背景に鑑み、JDS 事業が ①ラオスにおける開発の優先課題、及び ②対ラオス

経済協力方針との整合性を有しているかどうかという観点から、JDS 事業の妥当性の検証を行う。 
 

（２） ラオスにおける開発の優先課題との整合性 

ラオス政府が作成した「第 8 次国家社会経済 5 ヵ年開発計画」（National Socio-Economic 
Development Plan 2016-2020）14との整合性は以下の通り。 

また、今般現地調査が実施された際にも、対ラオス経済協力方針を参照し、優先課題に対応す

べく対象分野が設定された。全てのサブプログラムは同経済協力方針の重点分野に沿っているこ

とが確認された。 
＜ラオスの開発課題＞  ＜JDS事業サブプログラム＞ 

地域開発と貧困削減     

経済セクターの開発（農林、商工、エネルギー・鉱

業、公共事業・運輸、通信等） 

 サブプログラム 1 

行政能力向上及び制度構築 

社会セクターの開発（教育・人材開発、公衆衛生、

労働・社会福祉、情報、司法、人口・男女平等・、

青年の開発社会問題の解決等） 

 サブプログラム 2 

持続的な経済成長のための基盤

整備 

環境保護・天然資源の管理・持続的発展、土地管理・

開発 

 サブプログラム 3 

持続可能な農業・農村開発と自然

環境保全 企業開発  

地方開発  サブプログラム 4 

教育政策の改善 

公共セクターの開発  サブプログラム 5 

保健政策の改善 

国防・安全   

国際・地域協力   

工業化と近代化   

図 6 ラオス開発計画における JDS 事業の位置付け 

                                                  
14  ラオス計画投資省より入手した第 8次国家社会経済開発 5カ年計画最終案（2016年-2020年）（2016年 4月）

に基づく 
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（３） 対ラオス経済協力方針との整合性 

対ラオス経済協力方針（2012 年 4 月外務省策定）では、「第 7次国家社会経済 5ヵ年開発計画」

を踏まえつつ、優先課題を絞り込み、以下を重点分野として総合的な支援を展開していくことと

され、サブプログラムが設定された。 

特に｢行政能力の向上及び制度構築｣は、分野横断的に重要である。また、今後ラオスの継続的

な経済成長を望むためには、外国資本の投資を呼び込み経済特区を更に発展させること、また水

力発電を安定的に生産すること、輸出を促進すること、農業の安定的な収入源となるよう基盤を

整えることなどの取り組みが望まれる。そのため、一般的な行政能力向上のための取り組みに加

え、特に経済政策、農業政策に精通した人材を育成すべく、サブプログラム、研究テーマ、対象

機関を設定する必要がある。 

JDS 事業にて設定されたサブプログラムは、当該重点分野と合致する形で設定されており、各

援助重点分野に資する人材育成プログラムとして計画されている。（図 7） 
 

＜対ラオス国別援助方針＞  ＜JDS事業サブプログラム＞ 

経済・社会インフラ整備  サブプログラム 1 

行政能力向上及び制度構築 

農業の発展と森林の保全  サブプログラム 2 

持続的な経済成長のための基盤整備 

教育環境の整備と人材育成 

 

 サブプログラム 3 

持続可能な農業・農村開発と自然環境保全 

保健医療サービスの改善  サブプログラム 4 

教育政策の改善 

ラオスらしい開発・その他  サブプログラム 5 

保健政策の改善 

図 7 対ラオス経済協力方針における JDS 事業の位置付け 

3-2. JDS事業で期待される効果 

 
既述の通り JDS 事業では、社会・経済開発上の課題を実践的に解決する若手行政官を育成する

ことを目的としている。この目的の達成に向けて効果的に JDS 事業を実施するため、サブプログ

ラム及びコンポーネントごとに案件目標（上位目標及びプロジェクト目標）が設定されている（資

料 6 参照）。人材育成に関するプロジェクトにおいては、長期的な視点でその効果が発現される

ことから、案件目標、特にプロジェクト終了時の達成目標であるプロジェクト目標としては、「当

該開発課題の解決に必要な知識を習得することを通じて、対象機関における政策の策定等に携わ

る人材の能力が向上される」こととなっている。また、JDS 留学生が習得した知識が帰国後、各

対象機関にて効果的に活用されることや、活用のための機会及び職務が対象機関によって与えら

れることを通じて、究極的には「母国の開発課題解決に貢献すること」に帰結することが期待さ

れている。 
なお、プロジェクト目標の達成度を測る尺度としての指標は以下の通りであるが、上記の視点
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に鑑み、以下のとおり全てのコンポーネントにおいて共通する指標が設定されている。 
・ 帰国留学生の修士号取得 

・ 帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

・ 帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施 

 
指標「帰国留学生の修士号取得」及び「帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理

能力の向上」については、各サブプログラム及びコンポーネントに取り組みうる人材の募集、学

問的素養や職務経験、帰国後の貢献可能性等評価する選考、滞日中の受入大学のプログラムや体

制、実施機関のモニタリング・サポートにより高い成業率の達成及び能力の向上が期待される。 
また、指標「帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施」について、ラオスにおいては

多くの JDS 帰国留学生が元の職場に戻り、日本で取得した知識・能力を活用して活躍しているが、

更にクリティカル・マスの形成やフォローアップの実施により成果が高まると期待される。 
 
3-3. プロジェクト評価指標関連データ 

 
 JDS 事業「基礎研究」調査されたラオスにおける成果・インパクトにかかる指標は以下の通り。 

表 14 ラオスにおける JDS事業成果・インパクトにかかる指標 

 
受入 

実績 

（人）* 

来日時 帰国後 
学位 

取得率

* 

平均 

年齢 

（歳） 

公務員の割

合* 

全体に占める

課長以上の割

合 

公務員の割合 

公務員に占め

る課長以上の

割合 

ラオス 334 29.0 78.7% 23.1% 71.3% 63.0% 99.3% 

（全世界「人材育成支援無償の成果に関する要因分析 基礎研究報告書」、JICA （2015年 6月）） 

*印は、基礎研究報告書にて記載されたものに 2015年来日 JDS留学生のデータを合算させた。 

  
 ラオス JDS 事業は当初公務員以外も対象としていたが、2008 年新方式開始時より公務員のみ

が対象となった。公務員は留学後は省庁に戻り復職すること定められているため、公務員として

の復職率・定着率は高い。  
また、より多面的な評価を目指して、JDS事業終了時の評価を補完するための指標を設定した。

JDS事業新方式の導入に伴うプロジェクト効果の測定については、プロジェクト管理や進捗のほ

か、関係機関の主体性や帰国JDS留学生の活躍状況等、幅広い基準を基にする取り組みが考えら

れるが、JDS事業の特徴でもあるJDS留学生モニタリングというJDS留学生情報管理機能に着目

し、同機能を主に活用して「JDS留学生の能力向上の度合い（政策の立案及び実践に求められる

能力）」とについて評価するための指標を設定し、アンケート調査 15を実施した。主な調査対象

者はJDS留学生本人とした。 
 
 

                                                  
15 「JDS 留学生能力にかかる定期調査アンケート」：国立大学法人東京工業大学元理事・副学長、牟田博光氏監

修 
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（１） 調査内容 

「JDS 留学生の能力向上の度合い」については、各国の社会・経済の開発を担う人材の育成が

JDS 事業の目的であることに鑑み、JDS 事業を通じて、各国において政策の立案及び実践に求め

られる能力の変遷を調査することを目的とした。具体的には「科学的な調査・分析能力」「論理的

な思考能力」「情報収集・処理能力」といった技能や、「学習能力」「コミニュケーション能力」と

いった能力の変遷を測るための調査を行った。 
 

（２） 調査方法 

JDS 留学生を対象としたアンケート調査は、来日時、就学中、修了時の 3 段階にて行った。来

日時及び就学中の時点では定期モニタリングのレポート取り付けを行う一方、修了時の時点では

帰国直前に大学・研究科毎に JDS 留学生を招集して実施する帰国前評価会に合わせて事前アンケ

ートを配布し、回答を得た。なお帰国留学生に対しては、帰国後 4 年以内に一度実施するアンケ

ートを配布し、昇進状況や留学で習得した知識や研究成果の活用状況についての回答を得た。（帰

国留学生に対してのアンケート結果については、後述の 3-4-1「JDS 帰国留学生による評価」を

参照。） 
 

（３） 調査結果の活用方法 

以下の図 8 は、ラオスの 2009～2012 年度来日のJDS留学生を対象に実施した来日時と修了時

を比較したアンケート結果の分析 16である。 
来日時と比較して修了時に、学術研究・論文執筆に必要とされる「科学的な調査・分析力」、「論

理的な思考能力」、「情報収集・処理能力」について確実に伸び、また、「学習能力」、「コミュニケ

ーション能力」等一般的な能力も伸びたと本人自身が意識している。ラオス JDS 留学生が留学を

通じ、自身の能力向上を認識し、自信をつけたと考えられる。 
日本での留学を通して行政官に必要な能力が向上し、これらの能力を活かして所属機関及びラ

オスの開発課題に貢献することは、JDS 事業の成果のひとつである。JDS 留学生が帰国後に、こ

れらの能力を活かして、さらに所属機関及びラオスの開発課題に貢献することが期待される。 

 
図 8 ラオス JDS 留学生の留学期間中に向上した能力（来日時と卒業時比較） 

                                                  
16 当該定期アンケート調査の評価単位は 10 段階となっている。 
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3-4. 過去のJDS事業成果状況 

 
3-4-1. JDS帰国留学生による評価 

 
ラオスでは社会体制から公務員が最も安定した人気のある職種であることもあり、帰国後復職

義務期間を超えても継続勤務する傾向が強く、定着率は高い。 

2000 年に来日した第 1 期から 2015 年に帰国した第 14 期までの全 JDS 帰国留学生に対し、昇

進状況、帰国後 JDS 留学で得た研究成果の活用方法（活用予定）、博士課程進学への希望等を確

認するため、アンケート調査を実施した。その結果、帰国留学生 293 名中 46 名から回答を受領

した。 
また調査期間中、JDS 事業を通して留学後昇進し活躍している JDS 帰国留学生にインタビュ

ーを行った。所属組織の中核的役割を果たす人材として日本での経験を生かして活躍していた。 
 

（１） JDS 留学後の活躍と昇進状況及びそれら事例 

回答を得た帰国留学生の約 6 割から、JDS 留学後に昇進したとの回答があった。昇進した JDS
帰国留学生からは、「所属部署の上司は、組織の仕事の改善に、JDS 留学生が得た知識・能力の

活用が必要と考えている。」「国際的視野が持てるようになったことが大きい。」「調査研究力や論

理的な思考力を高く評価され、信頼を得られた」等の回答があった。 
主要な役職に昇進している事例としては、1 期生の 2 名が、留学前は国民議会の国際部副課長

であったが現在同議会法律部の局長に、留

学前は現計画投資省の公共投資プログラム

部副課長であったが現在同省計画部の局長

に、4 期生では、留学前は現計画投資省の

投資局部副課長であったが現在サワン・セ

ノ経済特区庁の副知事に、5 期生では、留

学前は最高裁判所のビエンチャン特別市裁

判所副所長であったが現在同裁判所の所長

に、7 期生では、留学前は最高裁判所の判

事であったが現在同裁判所司法研究・研修

所の局長に昇進している例がある。 
このほか、多くの帰国留学生が各省庁内で、留学前は一般職員であったが、現在 Deputy 

Director レベルへ昇進し、中堅層として活躍し、重要な役割を果たしていることなども確認でき

た。 
他方で、昇進は実際のところ上司の印象により主観的な判断基準で決定されるため、JDS 事業

での留学が直接昇進に影響したとは言い切れない、との回答も見られた。 
 

（２） JDS 留学で得た研究成果の活用及びそれら事例 

 日本留学で得た成果は、情報・データ収集の方法、その調査・分析手法、そしてそれを使って

の政策案の立案の仕方、またモニタリング・評価の手法であると多くの帰国留学生が回答してい

 
図 9 JDS留学後の昇進状況 
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る。また、留学を通じて自分の能力・技能がワンランク上がり、業務に対する意欲や課題への改

善意識が高まったとの声もある。 
 帰国 JDS 留学生はこうした成果を、それぞれの所属先で、貧困削減、地域住民のための条例策

定、教師の能力向上、食品の安全、企業の証券取引、SME の開発、水力発電の環境影響評価等

にかかる業務改善計画、新規の政策立案などに活かしている。 
2013 年度に立命館アジア太平洋大学大学院アジア太平洋研究究科に留学した計画投資省統計

局の JDS帰国留学生は、帰国後に同部署において第 8次国家社会経済開発 5ヵ年計画（2016-2020）

やその他国内外（ASEAN や UNSD 等）との計画の経済面からの評価分析に携わった。また、2012
年度に広島大学大学院国際協力研究科に留学した商工省中小企業誘致政策研究部の帰国留学生は、

2016-2020 の新たな SME の開発計画において、政策研究部門として計画の立案に関わり、世銀

等との調整に携わっているとのことであった。 
 

（３） 帰国後の我が国との関わり 

多くの帰国留学生は、帰国後も受入大学の指導教員と連絡を取り合い、親交を深めていること、

場合によっては業務上必要な情報やアドバイスを得ていることが分った。 
また、上述（２）のような知識や技能に加え、英語力の向上と言った成果も活用されており、

帰国 JDS 留学生の中には、JICA や日本国大使館などの我が国政府機関、あるいは国際機関との

窓口担当を期待されるケースも多い。2013 年度に国際大学大学院国際関係学研究科に留学した投

資計画省情報統計部の帰国 JDS 留学生は、JICA 等で必要とされる様々な社会・経済データを提

供する機会があるとのことであった。 
しかしながら、帰国後の JDS 留学生と日本とのオフィシャルな関係維持はシステム化されてお

らず、実態としては個人の意識・善意によるところである。そのため帰国後年数がたつと、また

業務が多忙であると疎遠になり、現在では日本との直接的な関係が切れてしまっている実態も、

JDS 帰国留学生有効アンケート回答の 3 分の 1 程度ある状況がわかった。 

 
（４） JDS 事業留学の利点・メリット等 

JDS 留学の利点として帰国留学生から得た回答の多くに、帰国後の昇進がある。留学で得た知

 
図 10 帰国後の我が国との関わり 
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識や経験を評価されたことが昇進に繋がったとの回答も多く、所属先での JDS や日本留学の価値

が認められていると言える。 
また、指導教員との継続的な関係を利点として挙げている帰国留学生も多くいた。現在でも業

務上や研究上の相談を行ったりしている、と答えた帰国留学生が数名おり、また大学教員も帰国

JDS 留学生との関係を重視していることから、相互に良い関係できているものと思われる。 
このほか、「国際レベルの教育を受け、それを修了した事で強い自信をつけられた」、「英語での

コミュニケーションスキル、クリティカルシンキング、決断力、自己管理などのビジネススキル

を得られた」等の回答があり、学業面における知識の習得に留まらない日本留学の利点が認めら

れた。 

 
（５） 英語力の改善 

回答した帰国留学生の内、1 名を除いて全員が、JDS 事業留学により英語でのコミュニケーシ

ョン能力が向上したと回答した。「大学の提供する英語学習プログラムによって改善した」「自己

研鑽で英語力を磨いた」との回答が多く、本来留学中に全面的に注力すべき学術研究と同時並行

で、別途時間を取って努力し、苦労した様子が伺える。 
 

（６） 博士課程への進学希望 

回答したうちの約 90%の JDS 帰国留学生が、博士課程への進学を希望していた。進学希望の

理由は、約 50％が「より深い知識を得ることで専門性を高めたい」、約 30％が「今後の昇進やキ

ャリアに必要」、約 20％が現在業務上必要とのことであった。 

 

（７） JDS 留学の比較優位点、課題・改善点、JDS 留学を推薦したい点等 

JDS 事業の優位な点としては、（２）にあるような情報・データ収集の方法、その調査・分析

手法、そしてそれを使っての政策案の立案の仕方、またモニタリング・評価の手法といった実務

能力の向上が図られ、所属省庁及びラオスの開発課題に資することができることが多く上げられ

た。帰国後に実務に戻ってその JDS 事業で得た成果の価値が実感できたとの声もあった。 
また、大学の質の高いカリキュラムの提供、公正な選考や滞日中のきめ細やかなサポートなどが

挙げられた。 
他方、今後の JDS 事業のへの要望として最も多く挙げられたのは、博士課程の設置であった。

  

図 11 博士課程進学希望         図 12博士課程進学希望の理由  

より専門的な知識を
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また日本での学びを最大限にするため、事前の英語研修や基礎学力補完への支援に加え、日本語

学習実施についてリクエストが上がっている。 
 
3-4-2. 受入大学による評価 

 
2013 年度よりラオスから JDS 留学生を受け入れた 7 大学・8 研究科に対し、JDS 事業留学生

を受け入れたことによるメリット及びインパクト、受け入れ上の課題及び今後に向けての提案等

の質問表調査を行った。また上記のうち 6 大学 7 研究科を訪問してインタビュー調査を行った。 
 

（１） ラオス JDS 留学生の受入れの経緯と目的 

大学はグローバル化に向けて、JICA 事業等への協力など様々取り組み、学生数確保のために

も年々JDS 留学生受入れを拡大している中、その一環として本事業のラオス JDS 留学生の受け

入れを希望することが多い。ラオスについてはなかなか他に接点がなく、社会・経済状況につい

ての詳細な情報や実地的なデータも入手できないため、ラオス JDS 留学生を受け入れ、共同して

研究を行うことは大学側にとって貴重な機会となるとの回答もあった。 
 

（２） JDS 留学生を受け入れたことによるメリット及びインパクト 

JDS 事業が大学にグローバル化をもたらしたインパクト例として、多様な国からの JDS 留学

生受け入れを通じて、全学的な英語講義の拡大、教育プログラムの多様化がなされたことが挙げ

られる。また研究面についても、現地の政策担当者との人的ネットワークが強化され、これまで

日本人研究者が研究を行うことが難しい地域についても分析が可能になり、研究対象の多様化に

貢献している。 
また、大学関係者や日本人学生の意識変革をもたらしたとの声は多く、「ゼミの中でラオス留学

生と日本人学生が直接的に交流し議論することによって、相互理解が進んでいる」「国を背負って

いるという高い志と国際社会へ鋭敏な問題意識を持っている JDS 留学生がクラス討論のレベル

を高め、他の学生へ良い刺激を与えた。学生の質が全体的に向上する好影響をもたらした。」と評

価されている。 
加えて、ラオス JDS 留学生が国際大学大学院のある地域の国際交流団体の活動への参加し、小

学校交流等を行っているほか、国際基督教大学でも近隣の NPO 団体と協働し、JDS 留学生に国

際交流事業などで協力を求めている地域の活動を紹介している。こうした活動は地域の活性化、

国際化につながっている。 
 

（３） 日本における産官学とのネットワークの拡大 

JDS 留学生を受け入れたことによる産官学の連携のネットワークについては、まだ数は多くな

いものの、2015 年度に神戸市において、市役所他の地方自治体との連携による授業協力が始まり、

今後このような教育面での取り組みを強化推進していく動きがある。 
 

（４） 特別プログラムの活用と成果 

  特別プログラム経費を活用した大学の取り組みの例としては以下のようなものがある。 

① 来日前の基礎科目の補強 
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② 特別講義やワークショップ 

③ 国内外へのフィールドトリップ 

④ 日本人学生による JDS留学生の研究指導補助・生活補助。 

⑤  語学研修 

ここでは非常に実施効果の高い山口大学の取り組みを例として挙げる。これは、留学中１年半

が終了した頃に JDS 留学生の出身国、所属上長等に対し、修士論文の中間発表を現地で行うもの

である。 

これを行うことで JDS留学生は所属省庁上司等から修士論文内容に関し、コメント・アドバイ

スを踏まえ軌道修正し、情報量を増やし、内容を深めるなど修士論文（研究成果）をよりよいも

のにでき、帰国後に現実的に必要とされる具体的な政策につなげることができる。それはつまり

開発課題に直結する非常に有意義な取り組みである。大学側も、所属省庁の現状や課題について

把握でき、その後の指導に役立ち修士論文の完成度を高めることができる。また進捗管理もでき

る上に、自国で行うことにより精神的なリフレッシュにもなり、更にモチベーションアップにも

つながっている。 

現地での研究中間発表の実施は大学としても労力がかかるものの、着実に相手国の開発課題に

即した留学成果につなげることができるため、非常に意義あるものと認識している。こうした取

り組みができるのは特別プログラムの経費があるからであり、このシステムは他の奨学金プログ

ラムにはない、JDS事業の大きな優位点であるとの声が大学から上がっている。 

 
（５） 他奨学金事業との比較 

各大学には他の奨学金制度を利用している学生もいるが、指導教官や事務職員からは JDS 事業

について次のような声がある。 
JDS 留学生は目的意識が明確であり、大学側も帰国後に彼らがどのような貢献が求められてい

るかを見越して、本人及び母国の開発課題に資する研修計画・修士論文指導を行うことができる。

また学生に対する手厚いサポートや十分な奨学金により学業に専念できる環境があり、2 年間と

いう短い期間でありながら非常に大きな成果が得られる。 
他方、今後の改善点としては、日本語あるいは英語研修を充実させ、研究遂行の基礎能力の向

上を図るべきである。また、特別プログラムの契約・精算の事務量が膨大であり、他の JICA 事

業（アフガニスタン PEACE、ABE イニシアチブ等）とのルールの違いもわかりにくく繁雑であ

るとの指摘がある。 
 
（６） 帰国後のフォローアップ 

多くの受入大学では、JDS 留学生が帰国後も大学の WEB サイトや SNS 等を通じて JDS 帰国

留学生に専門分野等の最新の情報提供したり、現地における専門面接の実施時や現地調査を行う

際等に JDS 帰国留学生の現況を把握したり、あるいは定期的にセミナーを開催するなどしてネッ

トワークを維持している。その他大学独自の同窓会を持ち、組織的にフォローアップしていると

ころもある。 
また、JDS 留学生の研究内容を延長・発展させて帰国 JDS 留学生と共同研究に取り組む動きが

ある。広島大学大学院国際協力研究科（開発政策講座）ではラオスの不発弾処理とそれに伴う環

境影響評価や貧困対策に関する共同研究を行っている。これは専門面接時に帰国 JDS留学生が不
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発弾処理関連の業務に携わっていることを同大教員が知り、共同研究を持ちかけたものである。

環境保全及び平和構築に重点を置いている同大にとっては、実地研究データが得られる非常に貴

重な取り組みであり、他方行政官である JDS帰国留学生にとってもその研究結果を実務的に政策

立案に反映できる、双方にとって非常に有益で、実質的な成果のある活動である。 

 
（７） 博士課程の導入 

 受入大学からは、博士課程のニーズは高く、現在留学中の JDS 留学生及び帰国 JDS 留学生の

中で、博士課程を取るに値する推薦できる JDS 留学生がいるとの回答であった。受入大学の中に

はこれまでにも JDS 事業終了後、一度祖国に復職したのちに、国費留学生の制度を活用しての再

来日・博士課程進学を勧めてきた例もあり、JDS 事業としての博士課程の設置を歓迎する声が多

かった。 
 他方、博士号を 3 年間で取得するのは非常に難しい、博士課程は研究者の育成であり、研究に

よって得られた知識を使う場所がなければ意味がないと意見もある。 
また、研究を継続するには一度帰国せずに博士課程に進学できたほうがよい。一度復職すると

学術研究がスムーズに行えないことが懸念されるとの声がある一方、行政官としては一度帰国し

て各国の実態を確認して研究に反映させることも重要であるとの見方もある。これから詳細な制

度設計が必要である。 

 
3-5. 課題・提言 

 
本調査を通じて得られたラオス JDS 事業の継続にあたっての課題・提言は、以下の通りである。 

 
（１） 募集の強化 

将来的にラオス政府の要職を務め、国の発展に資するような人材、つまり JDS 事業の目的を達

成し、その効果を最大限に生かすことのできる優秀な JDS 留学生を確保するためには、事業の入

り口部分において、適切な対象機関から多くの有能な応募者を集め、そしてその中からより優秀

な応募者を厳選する必要がある。 
しかしながら、現状ではここ数年、ラオスの受け入れに実績のある受入大学からもラオス JDS

留学生の質の低下が指摘されている。各対象機関においては働き盛りの若い年齢層で潜在的能力

かつ英語能力を兼ね備えた職員は貴重な存在であり、特に職員数が限られている省庁においては、

職員を 2 年もの間留学に派遣すること自体が難しいものとなっている。加えて、ラオスにおいて

は、上述のとおり、我が国のみならず多数のドナーからの支援を受けた奨学金事業が存在する。

中でもオーストラリア国政府が実施する奨学金事業は、長期にラオスで英語研修を受けられるこ

ともあり人気が高く、JDS 事業と競合するものとなっている。このように選択肢が増えているこ

とも JDS 事業が優秀な候補者を集めることを難しいものにしている。 
JDS 留学生の募集にあたっては、ラオス人が持つ日本ブランドへの憧れが多数の候補者獲得へ

の貢献要因のひとつとなっている。そのため JDS 事業に関心を持ってもらい、優秀な候補者を

獲得し続けるには、その日本ブランドを生かした募集が効果的だろう。それには大使館、JICA、

JETRO をはじめラオスにおける様々な日本の団体等と連携して、日本についてのプロモーショ

ン時に一緒に JDS 事業もアピールを行いたい。 
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帰国留学生だけでなく現役のラオス JDS 留学生に「何故 JDS 事業を選択したか」についてヒ

アリングを行ったところ、他の奨学金に比べて手厚いサポートがあることを挙げる JDS 事業生が

多かった。特にラオス JDS 留学生は留学そのものに不安を抱いている傾向があり、また英語能力

にも不安のある学生も多いことから、選考の段階から様々なガイダンスのあり、留学中には 3 ヶ

月に一度のモニタリングのある JDS 事業はより魅力のある奨学金プログラムと考えられている。

今後の募集活動時には、こうした JDS 事業の強みをより前面に押し出していくことが有効になる

と思われる。 
なお、応募に際し、候補者本人のみならず、その上司や周囲にも、正しく我が国のラオスへの

援助方針や本事業の意義・目的、開発課題と基本計画、また留学生に期待される役割を丁寧に説

明し、きちんと理解してもらうことが必要と思料する。本事業が我が国によるオフィシャルな奨

学金であることを印象付け、同時に候補者にラオスを代表してその期待に応える使命感を持たせ

るためである。これが留学生の高い志、モチベーションにつながる。こうした理解促進のために

は各省庁の人事部門や JDS帰国留学生生等からの協力が望まれる。 

 
（２） JICA専門家、政策アドバイザーの活用 

現地調査においては、2 名の JICA 政策アドバイザー（農業省及び財務省）と面会することが

できた。但し、残念ながら両人とも、着任当初は JDS 事業の存在を知らず、着任後に JDS 事業

JDS 帰国留学生が省内にいることに気付いたことが分かった。専門家や政策アドバイザーが派遣

されている省庁には既に JDS 帰国留学生が在籍しており、アドバイザー本人の業務を円滑に進め

るためにも、まずは JDS 帰国留学生がいることを知ってもらうことから始めたい。そのため、ま

ずは派遣前の段階から JDS 事業を知ってもらう仕組み作りが望まれる。 
上述のとおり、募集に課題を抱えるラオスでは、専門家から優秀な候補者に応募してもらえる

ような働きかけを行ってもらうことも有効となる。省庁内人事に口出しすることは内政干渉にあ

たることになるため慎重に行う必要はあるが、専門家から人事関係者に時間をかけ間接的にでも

日本留学への有効性についての理解を促してもらいたい。今後こうしたサポートが優秀な候補者

獲得につながっていくと思料する。 
また、昨年度は農業政策アドバイザーが、研究計画作成に際して具体的な助言をするなどの好

事例が生まれているように、対象機関の強化のために必要不可欠な課題を研究テーマとして設定

するようなアドバイスなどが望まれる。 
加えて、専門家が自身の業務において JDS 帰国留学生を活用すること、また省庁の関係者に対

して JDS 帰国留学生の活用を促してもらうことにより、JDS 帰国留学生の更なる昇進や活躍が

期待できよう。各専門家は省庁内部に席を置いており、内部の事情を知っているからこそ説得力

があり、JDS 事業と様々なかたちで補完関係が築ける可能性がある。 
 

（３） 基礎学力の向上 

ラオス JDS 留学生は、受入大学から他国 JDS 留学生と比較して基礎学力が低いという評価が

あり、特に英語や数学などの基礎科目に加えて、学術研究・論文執筆をするための学術的素養・

基礎知識が不足しているとの指摘が多く、修士号取得にあたっては多くの課題を抱えている。 
特に英語能力には大きな課題があり、応募者の殆どが受入大学が入学に求める英語能力に達し

ていないのが現状である。今回の現地調査においては、ラオス側運営員会メンバーとの間で事前



48 

の英語研修導入の必要性を確認し、日本側からはまずラオス側の自助努力を求めるべく、経費負

担の検討を依頼した。特に施主である教育・スポーツ省には傘下の大学の協力を仰ぎ、できるだ

け予算のかからない方法での検討を期待したい。しかしながら、実現が困難となった場合、日本

側負担による支援についても検討が必要であろう。他方、ラオスの若手社会人、特に行政官は自

己研鑽のための投資を厭わない傾向もあるため、JDS 事業の合格者には一部本人負担として、事

前研修に取り組ませるような方法についても検討の余地がある。 
この他、ラオス受入大学には特別プログラム予算の一部を事前研修に充てることを制度上課す

ことも一案である。ラオスの受入大学要望調査の評価項目のひとつとして、特別プログラムでア

カデミックライティング研修等の来日前研修が充実していることを予め示しておき、大学にその

内容を競わせることで、ラオス JDS 留学生の能力向上を図ることも有効である。 
 
（４） フォローアップスキームの確立 

ラオスにおいてはこれまで 334 名の JDS 留学生が来日しており、既に 14 期生までの計 293
名の JDS 留学生が成業し帰国している。実際に各省庁において、JDS 帰国留学生はそれぞれが

元の職場に戻り、留学を通じて学んだ知識を活用し、問題解決や新たな課題発見をし、更なる組

織強化、ひいては課題解決へ貢献している。今般の現地調査のヒアリングにおいて、特に財務省

では JDS 帰国留学生が組織の中堅層として大きな役割を果たしている好例が確認された。留学前

は財務省そのものの位置づけや役割の重要性を認識しておらず、ただ目の前のルーティンワーク

をこなすだけであったのが、留学後は「組織のあり方や方針を踏まえて自身の仕事を捉えられる

ようになった」と、視座が高まり、また視野も広がり、仕事内容の理解のみならず、仕事への意

識・取り組み姿勢や責任感も変わったとの声が複数あった。それによって、上司や同僚からの信

頼を得て、重要な仕事を任せられるようになったとのことであった。 
新方式に移行して以降このような成果が継続的に発現される中で、帰国留学生が更に相互に有

機的に繋がり、帰国留学生の集団（クリティカル・マス）を作り出し、各省庁内で一定の存在感

を示しつつあることは重要な成果といえる。今後、さらに各省庁内でクリティカル・マスが形成・

継続され、また彼らがより大きな政策立案・実現に向けて、省庁の壁を超えて連携することが望

まれる。 
そのためには、帰国留学生の政策案・実施例が運営委員会等に報告されるような機会の提供、

各分野の情報の定期的なアップデートや帰国留学生同士での共有・連携のための仕組みの構築の

支援などが必要である。また、帰国留学生は、今後のラオス発展のための重要なアセットである。

このアセットを活用するために、JDS 帰国留学生の名簿は常に最新に状態にして、適切な管理の

下関係者で共有し、オールジャパンとして活用していくことが望まれている。 
ラオス JDS 留学生は JOAL に入会し、JAOL の下での JDS グループとして同窓会活動を継続

してきている。この動きは他国 JDS 事業にはない、好事例のひとつであるが、今後は更にこの活

動を大使館、JICA、実施代理機関で後押しし、積極的なフォローアップ活動支援を行いたい。そ

の中でも、在ラオス日本国大使館の広報イベントとのタイアップし、日本と触れる機会を多く作

ることで JDS 帰国留学生は日本との関係を継続できることになり有効である。JAOL の現副会長

である Mr. Bounleua DAOVILYA（財務省所属）は JDS 帰国留学生であり、JDS 事業フォロー

アップのキーパーソンとすることも可能である。また、JDS 帰国留学生の名簿については、今後

JAOL が管理することになれば、日本企業も含めて更に共有しやすくなり、ネットワークが広が
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っていくことも期待できる。 
今般の現地調査では、帰国後のフォローアップニーズとして、自己研鑽の機会や留学で得られ

た知識のアップデートをしたいとの意見が聞かれた。これについては様々な方法が考えられるが、

特に日本センターを活用し、日本センターが実施する「ビジネス人材育成プロジェクト」との連

携やビジネスコース講師によるワークショップを特別アレンジするなどの方法がある。また、専

門面接時にラオスを訪問する大学講師に依頼し、JDS 帰国留学生向けのセミナーを開催すること

なども考えられよう。 
また、フォローアップの仕掛けは何も帰国してから始まる訳ではなく、日本留学中からフォロ

ーアップの種を蒔いて行く必要がある。例えば、日本語を習得することによって、様々なネット

ワークを築くことが可能になり、日本をより良く理解してもらえるプログラムを実施することで、

JDS 留学生に日本理解者が増え、今後の優秀な候補者の獲得につながっていく。JDS 事業を大学

で学位を取得するだけの事業とするのではなく、事業として目的達成の意思が見えるコンテンツ

を加えていくことが望まれる。 
 
（５）博士課程導入の留意点 

JDS 帰国留学生のヒアリングにおいては、博士課程の導入は多くの JDS 帰国留学生に大きな

期待を持って歓迎された。彼らは今現在で省内の昇進に博士号が必須であるものとは思わないが、

今後のラオスの将来を考え、行政においてもリーダークラスは博士号を保有していることが有効

であることを主張した。第 8 次 NSEDP においても、行政官の能力強化における具体的な指標と

して「博士号保持者の行政官数（現行保持者 320 名に対して 25％増）」「修士号保持者の行政官

数（現行保持者 3,602 名に対して 20％増）」が挙げられており、今後、JDS 事業がラオス政府内

の人材育成に更に重要な役割を果たすことが期待できよう。 
博士課程を創設は帰国留学生にとってフォローアップになるだけでなく、これから修士号を取

得しようと応募を検討している潜在的候補者にとって、その先に博士課程もあることは大きな魅

力に映るに違いない。博士課程創設そのものが優秀な候補者を集めることにインパクトをもたら

すことも期待できよう。 
但し、博士課程創設にあたり最も重要なことは、「何故 JDS 事業で博士課程を創設するのか」

「JDS 事業の博士課程の目的は何か」という点について事業関係者だけなく、応募する JDS 帰

国留学生、受入大学までもが同じ認識を持つことだと考える。JDS 事業による博士課程は、あく

まで政策を担うリーダーを育成するものであり、研究者の養成を目的としないことは明確にして

おきたい。この点が曖昧になると、国費留学制度など他の奨学金スキームとの差別化も難しくな

ってしまう恐れがある。導入にあたっては、この線引きをしっかり行うことが肝要である。 
 

3-6. 結論 

 
本準備調査では、JDS の趣旨及びラオスの政治・社会的背景を念頭に、ラオスの開発計画や我

が国の援助方針に基づき設定されたサブプログラムを十分に理解しつつ、対象機関及び受入大学

を設定した。受入大学はいずれも JDS の受入れに十分な実績があるだけでなく、ラオスの情勢を

十分に理解している。今後 4 年間で来日して修士あるいは博士課程で学ぶラオス JDS 留学生に

かかる期待は大きい。 
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また、本準備調査では、事業の大きな動きとして博士課程の導入やフォローアップの充実など

が検討された。昨年、JICA は基礎研究「人材育成支援無償（JDS）の成果に関する要因分析」

によって、JDS 事業の包括的な評価を行い、それが今般このような形で事業をより良いものに変

えていこうとする動きにつながったことは喜ばしいことである。JDS 事業が今後長期にわたって、

ラオスの人材育成に貢献していくためには、事業自体がよりラオスも求められるものであり、か

つ国際競争力を持つ事業でなくてはならない。本準備調査におけるこの検討がその第一歩となっ

たことは間違いない。 
我が国も国家の近代化を進めるため、かつて留学生を含む「岩倉使節団」を米国、欧州に派遣

し、その後の新しい国づくりに大きな影響を与えた。JDS 留学生もそれと同様に国家の発展とい

う目的の下で日本留学を志し、そして日本で多くの学びを得て帰国している。「教育は国家百年の

計」という言葉がある通り、教育の成果を測るには時間がかかるものである。JDS においてもそ

れは同様であり、目に見えて大きな成果が実感できるまでには時間が必要である。但し、本準備

調査を通じて、多くの JDS 帰国留学生に出会う度に、事業成果が芽吹いていることに気付いた。

ラオス発展に強い使命感を持った JDS 帰国留学生は各省庁内の中間層として、その数を着実に増

やしており、確実に昇進なり活躍をしている。これをそう遠くない日の大きな事業成果につなげ

るためにもラオスにおいて JDS 事業の火を絶やすことなく、継続して行きたい。 
ラオスが置かれている地政学的かつ経済的な環境から鑑みても、人材こそがこの国の資源では

ないだろうか。だからこそ、我が国はラオスの人材育成事業に関わっていくべきであるし、JDS
事業はそれに貢献しうる事業である。 
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・日本政府による平成28年度JDS事業  

 の実施決定【閣議】 

9月～ 入学 

 3～8月  （JICA/大使館/外務省） 
  ・対象分野課題（ｻﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ）表の作成  
 ・先方政府へのＪＤＳ事業概要説明 

6月～                                               
 ・交換公文【E/N】 

 ・贈与締結【G/A】     
  ・エージェント契約 

4-5月 準備調査報告書完成 

9月-10月 
 留学生受入提案書（調査
票）作成、提出 

3月 選定結果通知受領、 
   受入準備 

11月・大学検討(JICA) 
 -受入提案書の評価 
 -受入大学案の検討 

9月～ 第1バッチ留学生募集 
11月-12月～   〃       書類選考 
12月～2月   〃              現地専門面接 
～3月      〃              最終面接 

8月 留学生来日 
来日後ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

10月 コンサルタント業務実施契約 
     -大学に対する調査      

11月～ コンサルタントによるニーズ調査、 
    成果確認調査、 

2-3月 重点分野基本計画案作成 
  （受入大学との協議調整） 

3月 先方政府への基本計画案説明 3月 準備調査報告書ドラフト作成 

以    降                         以降、調査終了後の流れ 
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人材育成奨学計画 準備調査（ラオス） 

現地調査 面会者リスト 

 

１．ミニッツ協議 

日時 面会者 備考 
2016 年 

1 月 12 日（火）  

9:30 ~10:30 

 JICA ラオス事務所との協議 
‐ 村上 雄祐 所長 

‐ 森田 晃世 所員 

 

 

運営委員会メン

バーとの協議 

1 月 12 日（火）

14:00~15:15 

 在ラオス日本国大使館との協議 

‐ 中野 美智子 一等書記官 

1 月 13 日（水）

10:00~11:50  

 教育スポーツ省との協議 
‐ Dr. Khamlusa NOUANSAVANH, 教育スポーツ省 

(MOES) 
‐ Mr. Vilaphan SILITHAM, 組織人事中央委員会 (CCOP) 

‐ Ms. Vilaythone SOUNTHONEXAYMONGKONH,  

内務省 (MOHA) 

‐ Mr. Boun INTHABANDID, 外務省 (MOFA) 

‐ Ms. Saymonekham MANGNIMEK, 計画投資省(MPI) 
1 月 14 日（木）

16:00~17:00 

 JICA ラオス事務所との協議 
‐ 瀬尾 充 農業政策アドバイザー 
‐ 寺井 義明 財政統計政策アドバイザー  

1 月 15 日（金）

11:30~12:00 

 JICA ラオス事務所との協議 
‐ 村上 雄祐 所長 

‐ 森田 晃世 所員 

1 月 15 日（金）

16:30~17:00 

 在ラオス日本国大使館との協議 

‐ 中野 美智子 一等書記官 

 



 

２．想定される対象機関等への訪問 

日時 面会者 備考 
1 月 8 日（金）

14:45~16:00 

 SavanPark/サワンセノ経済特区委員会ビエンチャン事務所 

‐ Lamphone PHASAYYAVONG,  国家経済特区委員会    
（NCSEZ）サワンセノ特別経済区 

‐ Bouasone SOULITHAM, SAVAN PARK  
ビエンチャン支部 

運営委員会メン

バーとの協議 

1 月 12 日（火）

16:00~16:45 

 保健省人事局 

‐ Dr. Khampasong THEPHANYA,  

事務局次長, 保健人事部, 保健省(MOH) 

1 月 14 日（木）

11:00~12:00 

 国家経済特区委員会（NCSEZ）総務部 

‐ Phouvieng NGAOPHASY, DDG  

‐ Souksakhone PHENGSAVATH, 副局長 

1 月 15 日（金）

9:00~9:45 

 ビエンチャン特別市会議 

‐ Mr. Duangta SILIVONG, 副局長, 外交部 

‐ Ms. Boutsadee SYPHIROM, 副局長, 内務部 

‐ Ms. Ketmany BANDASACK, 副局長,  

教育スポーツ部 

‐ Ms. Viengmany, セクター長, 組織人事委員会 

 
３．その他機関等への訪問 

日時 面会者 備考 

1 月 11 日（月）

16:30~18:00 

  日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 

‐ 山田 紀彦 地域研究センター東南アジアⅡ研究グルー   

プ 研究員  

 

 

 

ラ国の奨学金事

業に関係する機

関や組織 

1 月 13 日（水）

16:00~17:00 

  日本貿易振興機構（ジェトロ）ビエンチャン事務所 

‐ 柴田 哲男 所長 
‐ 山田 健一郎 所員 

1 月 14 日（木）

9:00~10:15 

 財務省 
‐ Ms. Manoly CHOUNTHAVONG, 課長, 組織人事課 

(JDS 帰国留学生) 

‐ Mr. Thongsa HOMESOMBAT, 課長, 予算部（11 期） 

‐ Mr. Sivixay ANON, 副局長, 国庫（13 期）  

‐ Mr. Viengsaly INTHAPHOM, 事務局次長,  国庫 

（13 期） 

‐ Mr. Bounleua DAOVILAY, 係長, 経理部（12 期） 

‐ Ms. Avina LUANGAMATH, 税務署員, 税務課（10 期） 

‐ Ms. Phaypany CHOUMMALY,  税務署員, 税務課 

（14 期） 

1 月 14 日（木）

14:00~15:10 

 ラオス日本センター（LJI） 
‐鈴木  康次郎  チーフアドバイザー 
‐佐藤  豊  調整員 



 

1 月 15 日（金）

17:00~18:15 

 元日本留学生会 
‐ Bounheng SOUTHICHAK, JAOL 副会長  

‐ Sunnti DUANGTAVANH, JAOL 副会長  
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第1期生 第2期生 第3期生 第4期生 計

国際大学大学院 国際関係学研究科 3 3 3 3 12

神戸大学大学院 国際協力研究科 2 2 2 2 8

1-2.財政強化 山口大学大学院 経済学研究科 2 2 2 2 8

2-1. 社会経済開発のためのイ
ンフラ整備

広島大学大学院
工学研究科/国際協力研究
科

3 3 3 3 12

2-2. 投資・輸出促進に係る経
済政策

立命館大学大学院 国際関係研究科 2 2 2 2 8

3-1. 農業・農村地域開発 九州大学大学院 生物環境科学府 2 2 2 2 8

3-2. 自然環境保全 筑波大学大学院 生命科学環境科学科 2 2 2 2 8

広島大学大学院 国際協力研究科 2 2 2 2 8

長崎大学大学院
熱帯医学・グローバルヘルス
研究科

2 2 2 2 8

計 20 20 20 20 80

重点分野／開発課題毎の4ヵ年受入人数

（ラオス）

サブプログラム コンポーネント 大学 研究科
4期分の受入人数（案）

資
料

 5

1　行政能力向上及び制度構
築

1-1.行政強化・法制度整備

2　持続的な経済成長のため
の基盤整備

3 持続可能な農業・農村開発
と自然環境保全

4　教育政策の改善

5　保健政策の改善
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人材育成奨学計画（JDS）対象重点分野（サブ・プログラム）基本計画（様式） 

重点分野の基本情報 

１．国名：ラオス 

２．重点分野（サブ・プログラム）名：行政能力向上及び制度構築 

３．運営委員会：教育スポーツ省、計画投資省、外務省、組織人事中央委員会、内務省、在ラオス日本

国大使館、JICAラオス事務所 

 

個表 1-1 

１．サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

（１）基本情報 

１．重点分野（サブ・プログラム）名：行政能力向上及び制度構築 

２．開発課題（コンポーネント）名：行政強化・法制度整備 

３．対象機関：首相府、外務省、内務省、計画投資省、組織人事中央委員会、国立政治行政研究所、司

法省、最高裁判所、検察庁、国民議会 

（２）背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ラオスでは、中長期的視点からの行政関連機関における制度構築や、適切な行政執行能力の強化が重

要な課題であるものの、これら課題の解決を担う人材が不足している。第 7次国家社会経済開発計画

（2011-2015）においても、行政機関のガバナンスの向上とともに行政官の能力向上が重点課題として

挙げられている。 

また、ラオスは 1975 年の建国以来、憲法が制定される 1991年までは一部の法律を除き、実態上、政

令、通達等の行政命令によって統治されていた。1999年以降、日本は専門家派遣等の協力を開始し、こ

れら協力を通じて、法務・司法分野の人材の質と量の不足が認識された。現在、ラオス法の法体系を発

展させつつ、法学教育や実務研修の改善及び法律実務の改善を目指す支援を行っている。ラオス国立大

学の法学部に加え、司法省が所管する 3つのロースクールがあるものの、法学知識を持つ人材の不足が

依然大きな課題となっている。 

（３）我が国及び JICAの援助方針とその実績（これまでの JDS留学生の成果含む） 

日本政府は対ラオス援助目標を「貧困削減と経済成長を達成する上でラオス側の自助努力の前提とな

る能力開発を支援する」として援助重点課題である「行政の能力の向上及び制度構築」についての支援

を謳っている。本課題はその一部を構成するとともに、JDS事業においては行政能力の向上及び法制度

整備を通じて他の課題に横断的に貢献しうる課題として位置付けられ、高度かつ実務レベルでの行政及

び司法関連職員の能力向上が期待される。 

ラオスにおける JDS事業は 1999 年度に開始され、現在までに 1-16期の合計 334名の留学生を送り出

しており（当該分野に関連する行政分野は 29名、法律分野は 39名）、このうち 1-14期の 294名が帰国

済みである（2015年 12月現在）。 

【関連する JICA 事業】 

・ 法律人材育成強化プロジェクトフェーズ 2 
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２．協力の枠組み 

（１）事業の目的 

同国の社会・経済開発に関わり、将来的に重要な役割を果たすことが期待される若手行政官が本邦大

学院において学位（修士）を取得することにより、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決に寄

与すること、そして人的ネットワーク構築を通して将来的な両国のパートナーシップの強化に資するこ

とを目的とする。 

（２）案件目標 

①上位目標 

本プロジェクトを通じた人材育成により、行政制度構築や適切な行政執行能力、経済発展のための

商法・民法、貿易・投資関連等の法制度整備、経済紛争解決に係る政策策定・制度構築に関する関

係行政機関の能力が向上する。 

②プロジェクト目標 

対象機関における行政制度構築や適切な行政執行能力、経済発展のための商法・民法、貿易・投資

関連等の法制度整備、経済紛争解決の策定・実施等に携わる人材の能力が向上する。 

（３）目標の指標 

①留学生の修士号取得 

②帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

③帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施  

（４）受入計画人数及び受入大学 

 国際大学大学院 国際関係学研究科 3人/年 計 12名/4年 

神戸大学大学院 国際協力研究科 2 人/年 計 8名/4年 

（５）活動（例） 

1) 国際大学大学院 国際関係学研究科 

目標 内容・目標達成手段 

①来日前 

来日後のスムーズな研究のため、入学前の学力補強

をする。 

・ 入学前に、現地もしくは来日直後に、英語およ

び基礎数学、基礎経済学の講座を受講する。 

②留学中 

行政・公共政策を策定するために必要な理論的知識

を蓄積する。 

・ 1年次には、行政学や公共経営学を中心に、集

中的に公共政策の理論を学び、行政官にとって

必要な公共政策策定・実施・管理の基礎的な知

識を体系的に理解する。 

・ また、公共政策に関する知識を補完する政治学

や経済学の理論も学ぶ。 

公共政策を推進する上で必要な公共経営能力を修

得する。 

・ 2年次には、具体的な政策策定過程や実践例に

触れ、公共政策の理論のみならず、政策を有効

に機能させるための知見を広げ、現実的な応用

を学ぶ。 

・ 日本の国会や中央省庁および県や市町村の訪

問、またダムや道の駅等の公共施設を視察する。 
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行政管理とガバナンスの実践力を獲得する。 ・ 日本のみならず、アジア諸国の中央省庁の政策

担当者による行政管理とガバナンスのあり方に

関する定期的な講演会に参加する。 

・ 日本経済や国際金融市場に関する民間金融機関

との共同講座を受講する。 

政策課題の分析能力を向上させる。 ・論文執筆により、自国に必要とされる具体的な

政策課題を設定し、その分析の深化について教

員より指導を受ける。 

国際的視野、人的ネットワークを広げる。 ・ 約 40か国の学生が集う研究環境において他国

の学生・教員と交流し、時には自国と他国との

比較議論をする。 

③帰国後 

修了生の知識、理論、スキルの持続的向上を図ると

共に、JDS奨学生の知識・経験の相互理解及びネッ

トワークの強化を図る。 

・教員が現地にて実施する事後研修・フォローア

ップや在学生及び次年度入学生による合同セミナ

ーに参加する。 

・他の公的機関の協力を視野に入れつつ、教員と

修了生による共同研究も促進する。 

2) 神戸大学大学院 国際協力研究科 

目標 内容・目標達成手段 

①来日前 

専門学位取得に必要な予習と情報収集を行う。 

 

指導教員から送られる専門学位取得に備えた事前

準備の課題を行う。また修士論文作成へ向けた事

前の資料収集等について指導を受ける。 

②留学中 

市場経済の制度基盤たる経済法制・社会法制につい

て多様な知識を深める。 

・ 開発法学プログラムにおいて、アジア諸国の経

済法制、社会法制、憲法・公法に関する講義・

演習・海外実習を受講する。 

・ 国際法プログラムにおいて、国際公法諸分野の

専門講義・演習を受講する 

・ 上述知識を補完すべく、経済学・政治学・国際

関係論も受講する。 

・ 市場経済化・移行諸国研究にかかる資料収集、

またそれらに造詣の深い研究者・法曹・法整備

支援専門家等を講師としたセミナーに参加す

る。 

・ 法学研究科における比較法分野を履修する。 

モデル法制と自国の法体系とを比較し、自国の課題

に関して問題意識を高め、解決策を考察する。 

・ 法務省法務総合研究所国際協力部を訪問し、研

修を受け、専門家として活躍する研究者・元裁

判官・検察官・弁護士等と交流する。 

・ フィールドワークや海外実習および ODA関連機
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関でのインターンシップに参加する。 

市場経済に資する法整備の課題およびアカウンタ

ビリティ向上と分権改革後の地方政府の能力向上

の課題に対する認識を深める。 

・ 政治・地域研究プログラムにおいて、比較行政、

地方自治、比較制度等に関する専門講義・演習、

また海外実習を受講する。 

・ 論文作成では、英語インストラクターによる英

語支援や、チューターによる研究資料収集や翻

訳等の支援を受ける。 

③帰国後  

専門知識のアップデートを行う。 担当教員が法整備支援の成果検証をテーマとする

研究活動の一環でラオスを訪問する際に開催する

フォローアップ・セミナーに参加する。 

（６）－１ 日本側の投入 

①受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前指導、特別講義・

ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 

②留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 

③留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

（６）－２ 投入期間・人数 

1バッチ 5名 × 4ヵ年 ＝ 20 名  

2017年（～2019 年修了）：5名   2018年（～2020年修了）：5名 

2019年（～2021 年修了）：5名   2020年（～2022年修了）：5名 

（７）相手側の投入 

①留学生の派遣 

②事後活動（所属機関・対象機関における留学で習得した知識の普及機会の設定） 

（８）資格要件 

①職務経験 

・対象機関において制度整備・運用、政策立案に関する業務に従事する正職員 

・制度整備・運用、政策立案に関する業務に 2年以上の専門的な実務経験を有すること 

②その他 

・ ラオス国籍を持つこと 

・ 原則として 22歳以上 40歳未満（来日年度 4月 1日現在） 

・ 軍に現に奉職していない者 

・ 本事業の目的を正しく理解し、学業の修了・帰国後、母国の発展に貢献する明確な意思を有する者。 

・ 原則、既に海外支援による奨学金を受給し留学した結果、「修士」の学位を取得していない者。ま

た、現在、他の海外支援による奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者。 

・ 心身ともに健康である者。 

・ 日本に留学するうえで、十分な英語力を有する者 
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個表 1-2 

１．サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

（１）基本情報 

１．重点分野（サブ・プログラム）名：行政能力向上及び制度構築 

２．開発課題（コンポーネント）名：財政強化 

３．対象機関：財務省、計画投資省、ラオス国立銀行 

（２）背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ラオスの持続的経済成長と貧困削減の達成を支える分野横断的課題として、経済政策立案・実施能力

強化、公共財政管理、財政改革の改善等が挙げられるが、これらの課題解決を担う人材が不足している。 

（３）我が国及び JICAの援助方針とその実績（これまでのＪＤＳ留学生の成果含む） 

日本政府は対ラオス援助目標を「貧困削減と経済成長を達成する上でラオス側の自助努力の前提とな

る能力開発を支援する」として、援助重点課題である「行政能力の向上及び制度構築」について支援を

謳っており本課題はその一部を構成する。日本政府はこれまで財務省に財政統計・財政政策アドバイザ

ーを派遣し、年次報告の取り纏め、公共投資計画の策定支援および審査・モニタリング・評価方法の開

発・改善、またそれらの全省庁計画分野及び全県計画部門への普及・定着を図っている。JDS事業で設

定された本課題を通じて、国の歳入・歳出管理、地方財政、金融政策、公共投資計画管理等を含む健全

な財政運営を担う人材の能力強化が期待される。 

ラオスにおける JDS事業は 1999 年度に開始され、現在までに 1-16期の合計 334名の留学生を送り出

しており（当該分野に関連する経済・経営分野は 127名）、このうち 1-14期の 294名が既に帰国済みで

ある（2015 年 12 月現在）。 

【関連する JICA 事業】 

・ 財政統計・財政政策アドバイザー(2014.08-2016.08) 

・ 国家社会経済開発計画に基づく公共投資計画策定支援プロジェクト(2012.03-2016.09) 

 

２．協力の枠組み 

（１）事業の目的 

同国の社会・経済開発に関わり、将来的に重要な役割を果たすことが期待される若手行政官が本邦大

学院において学位（修士）を取得することにより、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決する

こと、そして、人的ネットワーク構築を通して将来的な両国のパートナーシップの強化に資することを

目的とする。 

（２）案件目標 

①上位目標 

本プロジェクトを通じた人材育成により、国の歳入・歳出管理、地方財政、金融政策、公共投資計

画管理等に関する関係行政機関の能力が向上する。 

② プロジェクト目標 

対象機関における国の歳入・歳出管理、地方財政、金融政策、公共投資計画管理等に携わる人材の

能力が向上する。 

（３）目標の指標 

①留学生の修士号取得 
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②帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

③帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施 

（４）受入計画人数及び受入大学 

 山口大学大学院 経済学研究科 2 人/年 計 8名/4年 

（５）活動（例） 

1) 山口大学大学院 経済学研究科 

目標 内容・目標達成手段 

①来日前 

来日後のスムーズな研究のため、入学前の学力補強

をする。 

・ 入学前に、現地において、経済学、財政学等の

基礎知識について事前講座を受講する。 

②留学中 

持続的経済成長と貧困削減のための各種政策立案

に必要な知識・能力を習得する。 

・ Economics、 Public Economics、 Development 

Economics、International Economics等、経済

発展、経済政策のために必要な経済学科目を履

修する。 

効率的・効果的な経済政策の立案ために必要な知

識・能力を習得する。 

・ Program Evaluation、Cost Benefit Analysis

等、効率的な政策の立案・評価に関する科目を

履修する。 

・ 数学の特別講義を受講する。 

国の歳入・歳出、地方財政管理のために必要な知

識・能力を習得する。 

・ Public Finance、Local Government Finance等、

財政学、地方財政に関する科目を履修する。 

・ Public Debt Management等、適切な債務管理に

関する科目を履修する。 

行政管理のために必要な知識・能力を習得する。 ・ Public Policy 、 Public Administration 、

Principle of Administrative Law 等、行政管

理のために必要な行政学科目を履修する。 

・ 途上国の行政システム比較等を学ぶためのセミ

ナーに参加する。 

・ 日本の中央行政機関における研修プログラムを

受講する。 

論文作成を通じ、課題に対する解決策を考察する。 ・ 必須科目としてアカデミックライティングを履

修する。 

・ 当該国の問題解決に資する論文テーマ選定及び

作成に関し教員より助言を得つつ、論文を作成

する。 

・ ラオスの所属省庁で修士論文の中間発表を行

い、上司等からコメント・アドバイスを得る。

これにより自身の研究の内容を深め、また自国

の課題や解決方法との整合性を確認し、必要に

応じて軌道修正を図る。そして帰国後現実的に
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必要とされる具体的な政策につなげる。 

 

③帰国後 

留学中に得た専門知識をアップデートする。 ・ フォローアップセミナーを実施し、直面する課

題等に対する理解を深め、解決策を考える。 

（６）－１ 日本側の投入 

①受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前指導、特別講義・

ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 

②留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 

③留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

（６）－２ 投入期間・人数 

1バッチ 2名 × 4ヵ年 ＝ 8名  

2017年（～2019 年修了）：2名   2018年（～2020年修了）：2名 

2019年（～2021 年修了）：2名   2020年（～2022年修了）：2名 

（７）相手側の投入 

①留学生の派遣 

②事後活動（所属機関・対象機関における留学で習得した知識の普及機会の設定） 

（８）資格要件（仮） 

①職務経験 

・対象機関において制度整備・運用、政策立案に関する業務に従事する正職員 

・制度整備・運用、政策立案に関する業務に 2年以上の専門的な実務経験を有すること 

②その他 

・ ラオス国籍を持つこと 

・ 原則として 22歳以上 40歳未満（来日年度 4月 1日現在） 

・ 軍に現に奉職していない者 

・ 本事業の目的を正しく理解し、学業の修了・帰国後、母国の発展に貢献する明確な意思を有する者。 

・ 原則、既に海外支援による奨学金を受給し留学した結果、「修士」の学位を取得していない者。ま

た、現在、他の海外支援による奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者。 

・ 心身ともに健康である者。 

・ 日本に留学するうえで、十分な英語力を有する者 
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人材育成奨学計画（JDS）対象重点分野（サブ・プログラム）基本計画（様式） 

重点分野の基本情報 

１．国名：ラオス 

２．重点分野（サブ・プログラム）名：持続的な経済成長のための基盤整備 

３．運営委員会：教育省、計画投資省、外務省、組織人事中央委員会、内務省、在ラオス日本国大使館、

JICAラオス事務所 

 

個表 2-1 

１．サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

（１）基本情報 

１．重点分野（サブ・プログラム）名：持続的な経済成長のための基盤整備 

２．開発課題（コンポーネント）名：社会経済開発のためのインフラ整備 

３．対象機関：計画投資省、エネルギー鉱業省、公共事業運輸省、天然資源環境省、ビエンチャン特別

市 

（２）背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ラオスでは、国土が南北に長く山岳地帯が多い地理的な条件も影響し、国民の市場・教育・医療への

アクセスや生活環境を向上させる上で不可欠なインフラが不足している。ラオスの経済発展のために

は、豊かな水資源と大きな高低差を活用して主要産業となった水力発電のさらなる発展を図ると共に、

民間セクターの活性化及び海外直接投資の誘致を足掛かりとした国際競争力の向上が必須であるが、イ

ンフラの未整備が阻害要因として指摘されているなど経済発展のための土台が脆弱である。さらに人口

の 1割以上を抱える首都ビエンチャンでは、自動車の急激な増加や海外からの直接投資が増大する中、

首都機能に見合った開発計画管理、低炭素開発、上下水道、廃棄物処理等、インフラ整備の必要性は非

常に高くなっている。 

（３）我が国及び JICAの援助方針とその実績（これまでのＪＤＳ留学生の成果含む） 

日本政府は対ラオス援助目標を「自立的・持続的経済成長の原動力」として、援助重点課題である「社

会経済インフラ整備及び既存インフラの有効活用」について支援を行っており、本分野はその一部を構

成する。日本政府はこれまでに無償資金協力や円借款を通じた支援の他、我が国の援助により整備され

た施設を含む既存インフラが、事業の採算性も含めて適正に維持管理されるための人材育成・組織強化・

制度構築への支援を対象として専門家の派遣等を実施している。JDS事業においては、特に社会経済発

展のための基盤整備と工学的な側面からのアプローチを通じて、道路行政や都市環境整備を中心とした

社会基盤整備全般の政策策定に関する能力強化が期待される。 

ラオスにおける JDS事業は 1999 年度に開始され、現在までに 1-16期生の合計 334名の留学生を日本

に送り出しており（当該分野は 27名）、このうち 1-14期生の 294名が既に帰国済みである（2015年 12

月現在）。 

1.1. 【関連する JICA 事業】 

・公共事業省官房長付計画アドバイザー（2016.07派遣予定） 

・都市開発管理プロジェクト（2013.09～2016.09） 

・水道公社事業管理能力向上プロジェクト（2012.08～2017.08） 

・道路維持管理能力強化プロジェクト（2011.09～2017.09） 

・ビエンチャンバス公社運営能力改善プロジェクトフェーズ 2（2016.06開始予定） 
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・首都ビエンチャン都市水環境改善プロジェクト（2014.10～2017.10） 

・タケク上水道拡張計画 

・国道 16B号線セコン橋建設計画 

・国道九号線橋梁改修計画 

・ビエンチャン国際空港ターミナル拡張事業 

・南部地域電力系統整備事業 

・ナムグム第一水力発電所拡張事業 

 

２．協力の枠組み 

（１）事業の目的 

同国の社会・経済開発に関わり、将来的に重要な役割を果たすことが期待される若手行政官が本邦大

学院において学位（修士）を取得することにより、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決に寄

与すること、そして人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化に資する

ことを目的とする。 

（２）案件目標 

①上位目標 

本プロジェクトを通じた人材育成により、道路行政、都市環境整備を中心とした社会基盤整備全般

に関する関係行政機関の能力が向上する。 

② プロジェクト目標 

対象機関における道路行政、都市環境整備を中心とした社会基盤整備全般に携わる人材の政策策定

能力が向上する。 

（３）目標の指標 

①留学生の修士号取得 

②帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

③帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施 

（４）受入計画人数及び受入大学 

 広島大学大学院 工学研究科／国際協力研究科 3人/年 計 12名/4年 

（５）活動（例） 

1) 広島大学大学院 工学研究科／国際協力研究科 

目標 内容・目標達成手段 

①来日前 

入学後、大学院レベルの講義・演習および研究を円

滑に進めるための基礎知識を強化する。 

・ 指導予定教員から専門に応じ配付されたテキス

トにより、持続可能なインフラシステム構築に

向けた技術的・政策的諸課題の整理と、各課題

への対策に関するレポートを作成する。（指導

予定教員は提出されたレポートをチェックし、

メールで指導・助言を行う。） 

②留学中 

持続的社会とインフラシステム構築における基本

的知識、およびインフラの脆弱性に関する問題理解

・ 講義、グループワーク、ディベートを効果的に

組み合わせた「体系理解・課題解決型学習（PBL）
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力・現状分析力を修得する。 科目」により、持続的社会インフラシステム構

築のための分野横断型の学術的知識を学ぶ。 

・ 「地域・都市開発計画」「森林・生態系保全」

「防災」等、それぞれの専門分野の講義を受講

する。 

複合的な課題に対応する技術システム／政策フレ

ームワークデザインなどの対策立案能力、および経

済面・環境面への対策実施効果の評価能力、また、

実務面での専門的知見を修得する。 

・ 課題解決のための様々な政策、制度、開発技術

に関するケーススタディを行う。 

・ 既存のインターンシッププログラム等を活用

し、現地調査（フィールドワーク）を行う。 

プレゼン能力、コミュニケーション能力を強化す

る。 

・ PBL教育によるグループワーク、ディベートを

行う他、国内外の学術会議へ参加する。 

政策立案能力・実践力を向上させる。 ・ 主指導教員が担当する演習に参加し、研究を通

じて論文作成に関わる基本的技術を習得すると

ともに、副指導教員からの指導・助言に基づく

異分野の知見を積極的に活用し、研究手法を充

実させる。 

・ 特別英作文講座を設置し、英語での修士論文作

成のために必要不可欠な知識と技術を学ぶ。修

士論文には専門性を有したネイティブスピーカ

ーによる英文校閲を受ける。 

・所属研究科の博士課程後期の学生をメンターと

し、研究推進上のアドバイスを受ける。 

③帰国後 

滞日中に修得した知識や技術を将来にわたり、より

効果的に応用・実践する。 

・ フォローアップセミナー等を通じて、専門分野

の最新の情報を把握し、それを適用し、更なる

政策策定・実践に活かす。 

（６）－１ 日本側の投入 

①受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前指導、特別講義・

ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 

②留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 

③留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

（６）－２ 投入期間・人数 

1バッチ 3名 × 4ヵ年 ＝ 12 名  

2017年（～2019 年修了）：3名   2018年（～2020年修了）：3名 

2019年（～2021 年修了）：3名   2020年（～2022年修了）：3名 

（７）相手側の投入 

①留学生の派遣 

②事後活動（所属機関・対象機関における留学で習得した知識の普及機会の設定） 
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（８）資格要件 

①職務経験等 

・対象機関において制度整備・運用、政策立案に関する業務に従事する正職員 

・制度整備・運用、政策立案に関する業務に 2年以上の専門的な経験を有すること 

②その他： 

・ ラオス国籍を持つこと 

・ 原則として 22歳以上 40歳未満（来日年度 4月 1日現在） 

・ 軍に現に奉職していない者 

・ 本事業の目的を正しく理解し、学業の修了・帰国後、母国の発展に貢献する明確な意思を有する者。 

・ 原則、既に海外支援による奨学金を受給し留学した結果、「修士」の学位を取得していない者。ま

た、現在、他の海外支援による奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者 

・ 心身ともに健康である者 

・ 日本に留学するうえで、十分な英語力を有する者 
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個表 2-2 

１．サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

（１）基本情報 

１．重点分野（サブ・プログラム）名：持続的な経済成長のための基盤整備 

２．開発課題（コンポーネント）名：投資・輸出促進に係る経済政策 

３．対象機関：計画投資省、外務省、財務省、商工省、情報文化観光省 

（２）背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ラオス政府は外資導入による経済開発を進めるべく様々な取り組みを実施してきたが、依然、投資関

連制度は十分整備されておらず、その手続きは不透明かつ煩雑な面が多い。また、紛争解決手段が未整

備であったり、貿易に関しても統計を含む関連情報の未整備、通関・貿易手続きが非常に煩雑であった

りと、投資家にとって魅力的な環境とするには様々な課題が存在する。貿易・投資を促進するためには

それに見合った産業を振興・育成していく必要があるが、潜在的に可能性がある産業の効果的な振興策、

輸出を拡大するための品質管理や国際規格の導入などの行政面からの取り組みは、改善の余地が多く残

されている。 

（３）我が国及び JICAの援助方針とその実績（これまでの JDS留学生の成果含む） 

日本政府は対ラオス援助目標を「自立的・持続的成長の原動力となる経済成長を促進すべく、その基

盤づくりを支援する」として、援助重点課題である「民間セクター強化に向けた制度構築及び人材育成」

の下、投資・輸出促進のための環境整備を行っている。JDS事業において本課題は、持続的社会経済発

展の基盤を強化するための投資・輸出促進に貢献し得る課題として位置付けられ、民間セクターの強化

や中小企業の誘致・育成、ビジネス環境の整備等に関する経済政策を立案できる人材育成が期待される。 

ラオスにおける JDS事業は 1999 年度に開始され、現在までに 1-16期生の合計 334名の留学生を送り

出しており（当該分野に関連する経済分野は 69名）、このうち 1-14期生の 294名が既に帰国済みであ

る（2012年 12月現在）。 

関連する JICA事業 

・財務統計・財政政策アドバイザー（2014.8～2016.8） 

・税関分野におけるガバナンス強化及び貿易円滑化専門家（2013.11-2017.10) 

・ラオス日本センター民間セクター開発支援能力強化プロジェクト（2014.09-2019.08）      

 

２．協力の枠組み 

（１）事業の目的 

同国の社会・経済開発に関わり、将来的に重要な役割を果たすことが期待される若手行政官が本邦大

学院において学位（修士）を取得することにより、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決に寄

与し、もって、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化に資するもの 

（２）案件目標 

①上位目標 

本プロジェクトを通じた人材育成により、投資・輸出促進、民間セクターの強化や中小企業の誘致・

育成、ビジネス環境の整備等に関する経済政策立案能力に関する関係行政機関の能力が向上する。 

③ プロジェクト目標 

対象機関における投資・輸出促進、民間セクターの強化や中小企業の誘致・育成、ビジネス環境の

整備等に携わる人材の政策策定能力が向上する。 
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（３）目標の指標 

①留学生の修士号取得 

②帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

③帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施 

（４）受入計画人数及び受入大学 

 立命館大学大学院 国際関係研究科 2人/年 計 8名/4年 

（５）活動（例） 

1) 立命館大学大学院 国際関係研究科 

目標 内容・目標達成手段 

①来日前 

来日後の研究において必要とされる基礎知識を補

強する。 

・ ミクロ経済学・マクロ経済学のテキストにより、

経済学の基礎知識を補完する。また、英語力や

数学能力が不足している場合は、指定テキスト

で自習する。 

②留学中 

産業振興や地域開発の政策立案に必要な基本的な

知識や理論を修得する。 

・ 「経済学入門」、「ミクロ経済学」、「マクロ

経済学」、「開発金融論」等の基礎学修を通じ、

経済学の基礎から産業振興における歴史、民間

企業経営、地域開発政策等の知識や理論を学ぶ。 

講義やセミナー・フィールドスタディ・プレゼンテ

ーションを通じて、専門的な応用実践能力を修得す

る。 

・ 「国際貿易投資理論」、「開発経済学」、「開

発政策論（成長理論、産業振興）」、「地域経

済統合論」等で貧困、環境、経済の自立と安定

といった開発プロセスにおける社会経済の諸課

題を分析する力を身に付ける。 

・ フィールドスタディおよび日本の経済発展のメ

カニズムを行政と民間企業の役割を通じて学

ぶ”Professional Training”により日本の開

発経験や実際の現場における実践例を知る。 

・ 産業振興マネジメント研修へ参加し、日本企業

の経営理念や日本式モノづくり、実践経営管理

の基礎知識、生産現場視察、地元企業との意見

交換会、ビジネス支援制度といった民間セクタ

ー強化に向けた取組を理論と実践から把握す

る。 

・ 「公共政策評価」などの講義により、課題分析

と政策立案スキルを学び、理論に基づく政策立

案（行政）能力を向上させる。 

・ 「ラオス経済と投資環境」をテーマにした外部

講師による特別講義を受講する。 
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・ 行政機関と連携し、地域産業振興・中小企業等

商工業支援等の行政課題に関するセミナー参加

や視察を行う。 

・ 特別課外講座により、政策立案/評価専門家によ

る「Project Cycle Management (PCM) 研修」を

受講する。 

論文執筆を通じ、より高度な政策策定の能力を養

う。 

・ 「アカデミック・ライティングⅠ」で論文執筆

の基礎を把握し、「同科目Ⅱ」では講義の中で

学位論文提出前の指導を受ける。加えて、「プ

ルーフ・リーデイング」などサポートを受ける。 

・ 講義にて統計分析手法を学ぶ。 

③帰国後 

フォローアップ活動により、留学中に得た専門知識

のアップデートを行う。 

・ 指導教員より専門分野の最新情報を得る。 

・ 所属組織において日本で学んだ成果を還元す

る。 

（６）－１ 日本側の投入 

①受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前指導、特別講義・

ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 

②留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 

③留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

（６）－２ 投入期間・人数 

1バッチ 2名 × 4ヵ年 ＝ 8名  

2017年（～2019 年修了）：2名   2018年（～2020年修了）：2名 

2019年（～2021 年修了）：2名   2020年（～2022年修了）：2名 

（７）相手側の投入 

①留学生の派遣 

②事後活動（所属機関・対象機関における留学で習得した知識の普及機会の設定） 

（８）資格要件（仮） 

①職務経験等 

・対象機関において制度整備・運用、政策立案に関する業務に従事する正職員 

・制度整備・運用、政策立案に関する業務に 2年以上の専門的な実務経験を有すること 

②その他： 

・ ラオス国籍を持つこと 

・ 原則として 22歳以上 40歳未満（来日年度 4月 1日現在） 

・ 軍に現に奉職していない者 

・ 本事業の目的を正しく理解し、学業の修了・帰国後、母国の発展に貢献する明確な意思を有する者。 

・ 原則、既に海外支援による奨学金を受給して留学した結果、「修士」の学位を取得していない者。

また、現在、他の海外支援による奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者 

・ 心身ともに健康である者 

・ 日本に留学するうえで、十分な英語力を有する者 
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人材育成奨学計画（JDS）対象重点分野（サブ・プログラム）基本計画（様式） 

重点分野の基本情報 

１．国名：ラオス 

２．重点分野（サブ・プログラム）名：持続可能な農業・農村開発と自然環境保全 

３．運営委員会：教育スポーツ省、計画投資省、外務省、組織人事中央委員会、内務省、在ラオス日本

国大使館、JICAラオス事務所 

 

個表 3-1 

１．サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

（１）基本情報 

１．重点分野（サブ・プログラム）名：持続可能な農業・農村開発と自然環境保全 

２．開発課題（コンポーネント）名：農業・農村地域開発 

３．対象機関：農林省、商工省 

（２）背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ラオスの農村地域の住民は一般的に自給自足的な農林業を営んでいるが、生産量は天候に大きく左右

され、農業技術や市場情報等へのアクセスも限られており、基礎インフラが未整備のため農産物の販売

活動も困難である。農村地域の住民と都市部やメコン河流域平野部の住民との格差は拡大しており、政

府は生産性の向上・商品作物生産の普及に重点を置いている。 

（３）我が国及び JICAの援助方針とその実績（これまでのＪＤＳ留学生の成果含む） 

日本政府は、対ラオス援助戦略を「『人間の安全保障』の視点から貧困削減を促進すべく、MDGsの達

成に向けた着実な歩みを支援する」として、援助重点課題である「農村地域開発および持続的森林資源

の活用」についての支援を行っており、本分野はその一部を構成する。JDSにおいては、特に社会経済

発展のための農業・農村地域開発と位置付け、農村基盤施設・居住環境改善、地域住民の生計向上、国

内外のマーケットの動向を踏まえた商品作物の普及・栽培技術・生産性の向上、農産物販売等の地域産

業の復興、農業分野の政策・制度構築支援に関わる能力強化が期待される。 

ラオスにおける JDS事業は 1999 年度に開始され、現在までに 1-16期生の合計 334名の留学生を送り

出しており（当該分野は 37 名）、このうち 1-14期生の 294名が既に卒業し帰国済みである（2015年 12

月現在）。 

【関連する JICA 事業】 

・有機農業促進プロジェクト（2013.09～2016.09） 

・農業政策アドバイザー（2015.07～2017.07） 

・漁場養殖研究開発強化計画 

 

 

２．協力の枠組み 

（１）事業の目的 

同国の社会・経済開発に関わり、将来的に重要な役割を果たすことが期待される若手行政官が本邦大

学院において学位（修士）を取得することにより、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決に寄

与すること、そして、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化に資す

ることを目的とする。 
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（２）案件目標 

①上位目標 

本プロジェクトを通じた人材育成により、農村基盤施設・居住環境改善、地域住民の生計向上、国

内外のマーケットの動向を踏まえた商品作物の普及・栽培技術・生産性の向上、農産物販売等の地

域産業の復興、農業分野の政策・制度構築支援に関する関係行政機関の能力が向上する。 

②プロジェクト目標 

対象機関における農村基盤施設・居住環境改善、地域住民の生計向上、国内外のマーケットの動向

を踏まえた商品作物の普及・栽培技術・生産性の向上、農産物販売等の地域産業の復興の策定・実

施等に携わる人材の能力が向上する。 

（３）目標の指標 

①留学生の修士号取得 

②帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

③帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施 

（４）受入計画人数及び受入大学 

 九州大学大学院 生物資源環境科学府 2人/年 計 8名/4年 

（５）活動（例） 

1) 九州大学大学院 生物資源環境科学府 

目標 内容・目標達成手段 

① 来日前 

事前学習により、来日後の研究において必要とな

る基礎知識を補強する。 

・ 上位目標と研究計画書の関連性を位置付け、手

法・国データの確認等の作業を通じて事前学習を

行う。 

②留学中 

農林水産業・農林水産資源に関する専門的知識を

深める。 

・ 国際農村開発、農村調査手法、農業資源開発、土

壌水環境、森林資源生産科学等の科目を履修す

る。 

・ 分野横断型科目として、招へい研究者との国際セ

ミナー開催を通じて国際開発の先進的研究を学

ぶ。また、国際演示技法の演習科目として、国際

会議や学会における発表の実践を通じて研究発

表の技法を学ぶ。 

・ 課題解決型学習（PBL）では、フェシリテーター

として参加し、討論のすすめ方を学ぶ。 

農業・農村地域開発における行政機関の課題に対

する解決能力の向上、および農業生産性向上、市

場経済化、高付加価値化に関わる問題解決型政策

提言能力と実践的研究能力を向上させる。 

・ 農林水産業現場の実地調査研修、他研究室、他研

究機関等での研修など、指導教員による多様な個

別講座を受講する。（例：エコツーリズムや農産

物直売など） 

学術論文作成および研究手法を習得する。 ・ 学術論文のライティングやプレゼンテーション

のスキルアップのための指導を受ける。 

③帰国後 
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留学中に修得した知識や技術を、より効果的に応

用・実践する。またフォローアップ活動により、

専門知識のアップデートを行う。 

・ 指導教官の下、研究成果に基づく論文投稿を行

う。 

・ 新たな課題を把握し、取り組むべく、フォローア

ップセミナー等で最新データを把握する。 

（６）－１ 日本側の投入 

①受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前指導、特別講義・

ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 

②留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 

③留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

（６）－２ 投入期間・人数 

1バッチ 2名 × 4ヵ年 ＝ 8名  

2017年（～2019 年修了）：2名   2018年（～2020年修了）：2名 

2019年（～2021 年修了）：2名   2020年（～2022年修了）：2名 

（７）相手側の投入 

①留学生の派遣 

②事後活動（所属機関・対象機関における留学で習得した知識の普及機会の設定） 

（８）資格要件（仮） 

①職務経験等 

・対象機関において制度整備・運用、政策立案に関する業務に従事する正職員 

・制度整備・運用、政策立案に関する業務に 2年以上の専門的な実務経験を有すること 

②その他： 

・ ラオス国籍を持つこと 

・ 原則として 22歳以上 40歳未満（来日年度 4月 1日現在） 

・ 軍に現に奉職していない者 

・ 本事業の目的を正しく理解し、学業の修了・帰国後、母国の発展に貢献する明確な意思を有する者。 

・ 原則、既に海外支援による奨学金を受給し、留学の結果、「修士」の学位を取得していない者。ま

た、現在、他の海外支援による奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者 

・ 心身ともに健康である者 

・ 日本に留学するうえで、十分な英語力を有する者 

 

 

個表 3-2 

１．サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

（１）基本情報 

１．重点分野（サブ・プログラム）名：持続可能な農業・農村開発と自然環境保全 

２．開発課題（コンポーネント）名：自然環境保全 

３．対象機関：天然資源環境省、農林省、エネルギー鉱業省 

（２）背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

標高約 200ｍから約 3000ｍの山岳地帯を中心とするラオスの国土には、様々な樹木が分布し稀少な動

植物が多数生息しており、世界的に見ても豊かな森林資源を有している。近年、ラオス経済は水力発電、
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鉱山開発や植林地開発等への外国直接投資によって急速な伸びを示す一方、それらの影響により土地・

森林の利用形態が大きく変化し、現状に即した森林の保全と水資源の持続的利用のための対策が急務と

なっている。また、経済成長に伴い首都ビエンチャン及び地方中核都市では都市化が進行し、都市部の

人口増加や過密化及び車両の増加により、交通渋滞や大気汚染、生活排水による水質悪化等、都市化に

伴う環境への影響や公害が課題となっている。 

（３）我が国及び JICAの援助方針とその実績（これまでの JDS留学生の成果含む） 

日本政府は、対ラオス援助戦略を「『人間の安全保障』の視点から貧困削減を促進すべく、MDGsの達

成に向けた着実な歩みを支援する」として、援助重点課題である「農村地域開発および持続的森林資源

の活用」についての支援を行っており、本分野はその一部を構成する。JDSにおいては、特に社会経済

発展のための地域開発と位置付け、森林環境保全、水資源の有効活用等の政策・制度構築支援に関わる

能力強化が期待される。 

ラオスにおける JDS事業は 1999 年度に開始され、現在までに 1-16期生の合計 334名の留学生を送り

出しており、このうち 1-14 期生の 294名が既に帰国済みである（2015年 12月現在）。 

【関連する JICA 事業】                  

・持続可能な森林管理及び REDD+支援プロジェクト（2014.10～2020.09） 

・気象水文システム整備計画 

 

２．協力の枠組み 

（１）事業の目的 

同国の社会・経済開発に関わり、将来的に重要な役割を果たすことが期待される若手行政官が本邦大

学院において学位（修士）を取得することにより、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決に寄

与すること、そして、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化に資す

ることを目的とする。 

（２）案件目標 

①上位目標 

本プロジェクトを通じた人材育成により森林環境保全、水資源の有効活用等の政策・制度構築支援

に関する関係行政機関の能力が向上する。 

② プロジェクト目標 

対象機関における森林環境保全、水資源の有効活用等の策定・実施等に携わる人材の能力が向上す

る。 

（３）目標の指標 

①留学生の修士号取得 

②帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

③帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施 

（４）受入計画人数及び受入大学 

 筑波大学大学院 生命環境科学研究科 2人/年 計 8名/4年 

（５）活動（例） 

1)筑波大学大学院 生命環境科学研究科 

目標 内容・目標達成手段 

①来日前 
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留学生が来日後に円滑な学習と研究が開始でき

るよう事前準備を行う。 

・ 指導予定教員の指導に応じて、事前に基礎数学、

統計学、データ収集解析等の学習を行う。 

②留学中 

課題分野に関する実践的な専門技術・知識を修

得する。 

 

自然環境保全に関する課題への多角的な取り組

みにより、国際的なリーダー人材に必要な、俯

瞰力を養う。 

・ Sustainability Science, Technology, and Policy 

(SUSTEP)という英語完了型プログラムにおいて、

①水環境と気候変動、②総合廃棄物管理、③生物・

生態、④政策・計画に関する科目群より選択・履

修する。 

・ 必要に応じ、ラオスのみでなく、第三国でのイン

ターンシップ等から開発課題解決に関する国際的

視野と比較分析力を養い、留学生の研究に必要な

専門知識や調査・分析手法を習得する。 

・ 主要な特別プログラムに参加し十分な成果を上げ

た場合は SUSTEPからサーティフィケートが授与さ

れる。 

問題分析力を高め、より深く掘り下げた解決策

を導く能力を修得する。 

・ 山岳地帯での植生調査、保護地域政策、水力発電

ダム問題の検証などを含む、学生の多様なニーズ

に合致した国内外のフィールドで実習および調査

活動を行う。成果をレポートにまとめる際、実践

的な解決策を考え出す能力を養う。 

・ 論文研究に関する選択科目を履修し、各分野の調

査方法やデータ解析方法、環境影響評価・モニタ

リングに必要な知識などを学ぶ。 

自然環境保全に造詣の深い専門家や国内外トッ

プランキングの大学・研究所とのネットワーク

を構築する。 

・ SUSTEPプログラムを通じて、台湾や中国、ベトナ

ム、オランダなどのトップ大学との共同教育・研

究活動や UNEPの Global Universities 

Partnerships on Environment for Sustainability 

(GUPES)を通じた先端的な持続性科学に関する実

習を行う。 

・ 国内外の大学等から著名な専門家を招いた国際セ

ミナーに参加し、招聘者の前で１年目は開発課題

について、２年目は個人研究課題について発表し、

意見交換、招聘者からの書面による詳細なコメン

トを受ける。 

英語での発表、作文、交渉能力を向上させる。 ・ 論文執筆にあたり、必修科目の中で論文の書き方

や引用方法、文献検索の手法、剽窃問題などを理

解する他、Writing Centerやアカデミックライテ

ィング講座で、英語論文の校正やアドバイスを受

ける。 

・ Introduction to English Presentation and Debate
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の科目を履修し、環境保全に関連した分野に関す

る発表能力、ディベート能力を洗練させる。 

③帰国後 

本開発課題に関する最新情報のアップデートを

行う。 

・ 環境科学専攻が運営する JDS事業専用のウェブサ

イトや SUSTEPプログラム専用のウェブサイトを通

じて、帰国後の活動の紹介などを行う。 

・ フォローアップセミナー等で、今後につながるネ

ットワーク作りを行う。 

・ 長期的なモニタリングなどフォローアップを通

じ、今後につながるネットワーク作りを行う。 

（６）－１ 日本側の投入 

①受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前指導、特別講義・

ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 

②留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 

③留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

（６）－２ 投入期間・人数 

1バッチ 2名 × 4ヵ年 ＝ 8名  

2017年（～2019 年修了）：2名   2018年（～2020年修了）：2名 

2019年（～2021 年修了）：2名   2020年（～2022年修了）：2名 

（７）相手側の投入 

①留学生の派遣 

②事後活動（所属機関・対象機関における留学で習得した知識の普及機会の設定） 

（８）資格要件 

①職務経験等 

・対象機関において制度整備・運用、政策立案に関する業務に従事する正職員 

・制度整備・運用、政策立案に関する業務に 2年以上の専門的な実務経験を有すること 

②その他： 

・ ラオス国籍を持つこと 

・ 原則として 22歳以上 40歳未満（来日年度 4月 1日現在） 

・ 軍に現に奉職していない者 

・ 本事業の目的を正しく理解し、学業の修了・帰国後、母国の発展に貢献する明確な意思を有する者 

・ 原則、既に海外支援による奨学金を受給し留学した結果、「修士」の学位を取得していない者。ま

た、現在、他の海外支援による奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者 

・ 心身ともに健康である者 

・ 日本に留学するうえで、十分な英語力を有する者 
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人材育成奨学計画（JDS）対象重点分野（サブ・プログラム）基本計画（様式） 

重点分野の基本情報 

１．国名：ラオス 

２．重点分野（サブ・プログラム）名：教育政策の改善 

３．運営委員会：教育スポーツ省、計画投資省、外務省、組織人事中央委員会、内務省、在ラオス日本

国大使館、JICAラオス事務所 

 

個表 4 

１．サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

（１）基本情報 

１．重点分野（サブ・プログラム）名：教育政策の改善 

２．開発課題（コンポーネント）名：教育政策の改善 

３．対象機関：教育スポーツ省 

（２）背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ラオス政府は 2020年までに後発開発途上国（LDC）から脱却するという目標の下、近代化・産業化を

推し進めるために教育システムを強化する必要があるとしている。これは第 7 次国家経済開発計画

（2011-2015）においても示されており、国の開発課題を解決できる能力や技術を備えた人材育成の重

要性が掲げられている。しかし、基礎教育分野においては初等教育の就学率・修了率は改善しているも

のの、教育のアクセス、算数を中心とした初等教育の質の改善や、教育行政官の質的及び数的な不足、

非効率な教員配置、教育予算の不足等の問題の解決を担う行政官の育成が急務となっている。また、高

等教育分野では外国の投資の増加やアセアン経済共同体の発足を鑑み、民間セクター強化と市場経済化

を担うための基礎的な学力及び技術力を備えた人材や企業家の育成が喫緊の課題である。 

（３）我が国及び JICAの援助方針とその実績（これまでのＪＤＳ留学生の成果含む） 

日本政府は、対ラオス援助目標として『「人間の安全保障」の視点から、貧困削減を含む MDGsの達成

に向けた着実なラオスの歩みを支援する』としている。そのため援助重点課題である基礎教育の充実を

中心に高等教育までの人材育成を包括した支援を実施しており、本分野はその一部を構成する。JDSに

おいては、教育政策及び技術・職業教育を含めた人材開発戦略の計画立案、実施、管理、評価に貢献し

うる行政官の能力強化を期待する。 

ラオスにおける JDS事業は 1999 年度に開始され、現在までに 1-16期生の合計 334名の留学生を送り

出しており（当該分野は 37 名）、このうち 1-14期生の 294名が既に卒業し帰国済みである（2015年 12

月現在）。教育分野における帰国生の大多数は、大学教員や教員養成大学（学校）の教員である。 

【関連する JICA 事業】 

・教育政策アドバイザー（2016.08-2018.08） 

・コミュニティ・イニシアティブによる初等教育改善プロジェクトフェーズ 2（2012.09-2016.08） 

・初等教育における算数学習改善プロジェクト（2016.02～2022.06） 

・アセアン工学系高等教育ネットワーク（SEED-Net）フェーズ 3（2013.12～2018.11） 

・南部地域前期中等教育環境改善計画 
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２．協力の枠組み 

（１）事業の目的 

ラオスの社会・経済開発に関わり、将来的に重要な役割を果たすことが期待される若手行政官が本邦

大学院において学位（修士）を取得することにより、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決に

寄与すること、そして、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化に資

することを目的とする。 

（２）案件目標 

①上位目標 

本プロジェクトを通じた人材育成により教育政策及び技術・職業教育を含めた人材開発戦略の計画

立案、実施、管理、評価に関する関係行政機関の能力が向上する。 

②プロジェクト目標 

対象機関における教育政策及び技術・職業教育を含めた人材開発戦略の計画立案、実施、管理、評

価の策定・実施等に携わる人材の能力が向上する。 

（３）目標の指標 

①留学生の修士号取得 

②帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

③帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施 

（４）受入計画人数及び受入大学 

 広島大学大学院 国際協力研究科 2人/年 計 8名/4年 

（５）活動（例） 

1) 広島大学大学院 国際協力研究科 

目標 内容・目標達成手段 

①来日前 

来日後の円滑な学習・研究活動の準備をする。 ・ 来日前に、予定指導教員より提供される英語論文

をまとめる。 

・ 指導教員が現地にて指導する英語集中ゼミ（3日程

度）に参加する。 

②留学中 

教育開発の基礎的・基本的な知識や概念を習得

する。 

・ 研究能力育成のための講義科目(教育研究方法論、

カリキュラム開発論演習、教育開発論演習等より

選択）を履修する。 

・ 教育開発を理解するための基礎的教養科目（教育

開発特論、途上国の比較教育、理科教育開発論、

教育開発計画論、数学教育開発論、国際教育協力

論、高等教育開発論、地域カリキュラム開発論、

教育人材育成論等より選択）を履修する。 

修士論文作成を通じて、教育政策の立案能力や、

問題解決能力を育成する。 

・ 研究能力育成のための学会へ参加する。 

・ チューターより研究手法、論文作成手法に関する

支援を受ける。また外部の論文校正を受ける。 

各開発課題を的確にとらえ、信憑性のあるデー ・ 国内外でフィールドワークを行う。 
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タに基づいて解決法を多角的・多面的に検証す

る能力を養う。また論理的思考能力を伸長する。 

・ 他大学の教員アドバイザーによるラ国に特化した

教育研究会に参加する。 

他スキームや近隣諸国と連携し、多角的に教育

に関する理解を深める。 

・ JICA研修や附属学校との有機的な連携の下、実践

的な授業やマネージメントを学ぶ。 

・ 帰国留学生の協力を得て、日本のみならず、他の

先進諸国やメコン地域後発途上国 (Cambodia, 

Laos, Myanmar: CLM) 等の事例を学ぶ。 

③帰国後 

フォローアップ活動により、定期的に最新情報

を得る。 

・ 定期開催される研究発表会に参加し、指導教員よ

り、今後の政策策定に必要な情報を得る。 

（６）－１ 日本側の投入 

①受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前指導、特別講義・

ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 

②留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 

③留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

（６）－２ 投入期間・人数 

1バッチ 2名 × 4ヵ年 ＝ 8名  

2017年（～2019 年修了）：2名   2018年（～2020年修了）：2名 

2019年（～2021 年修了）：2名   2020年（～2022年修了）：2名 

（７）相手側の投入 

①留学生の派遣 

②事後活動（所属機関・対象機関における留学で習得した知識の普及機会の設定） 

（８）資格要件 

①職務経験 

・対象機関において制度整備・運用、政策立案に関する業務に従事する正職員 

・制度整備・運用、政策立案に関する業務に 2年以上の専門的な実務経験を有すること 

②その他 

・ ラオス国籍を持つこと 

・ 原則として 22歳以上 40歳未満（来日年度 4月 1日現在） 

・ 軍に現に奉職していない者 

・ 本事業の目的を正しく理解し、学業の修了・帰国後、母国の発展に貢献する明確な意思を有する者 

・ 原則、既に海外支援による奨学金を受給し、留学の結果、「修士」の学位を取得していない者。ま

た、現在、他の海外支援による奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者 

・ 心身ともに健康である者 

・ 日本に留学するうえで、十分な英語力を有する者 
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人材育成奨学計画（JDS）対象重点分野（サブ・プログラム）基本計画 

重点分野の基本情報 

１．国名：ラオス 

２．重点分野（サブ・プログラム）名：保健政策の改善 

３．運営委員会：教育スポーツ省、計画投資省、外務省、組織人事中央委員会、内務省、在ラオス日本

国大使館、JICAラオス事務所 

 

個表 5 

１．サブ・プログラム／コンポーネントの概要 

（１）基本情報 

１．重点分野（サブ・プログラム）名：保健政策の改善 

２．開発課題（コンポーネント）名：保健政策の改善 

３．対象機関：保健省 

（２）背景と必要性（当該国の開発政策における本事業の位置づけ） 

ラオスの妊産婦死亡率及び 5歳児未満死亡率は東南アジア諸国の中で最低水準である。その背景とし

ては、山岳地等医療施設へ物理的にアクセスすることが困難な地域が多いという地理的な要因、保健人

材の養成・配置の遅れ、慢性的な予算不足、医療アクセスを妨げる社会的慣習や不十分な健康意識、貧

困等の経済的障壁、公的医療サービスへの低い信頼性等が挙げられる。ラオス政府は MDGsの残された

課題の改善と 2025年までのユニバーサルヘルスカバレッジ達成に向け、ヘルスセクターリフォームに

取り組んでいる。 

（３）我が国及び JICAの援助方針とその実績（これまでのＪＤＳ留学生の成果含む） 

日本政府は、対ラオス援助目標を「人間の安全保障」の視点から貧困削減を促進すべく、MDGsの達成

に向けた着実な歩みを支援する」として、ラオス政府の方針のもと援助重点課題である「保健医療サー

ビスの改善」について支援を行っており、本分野はその一部を構成する。JDSにおいては、保健・社会

保障政策の計画立案、実施、管理、評価に貢献しうる行政官の能力強化を期待する。 

ラオスにおける JDS事業は 1999 年度に開始され、現在までに 1-16期生の合計 334名の留学生を送り

出しており(当該分野は 3名)、このうち 1-14期生の 294名が既に卒業し帰国済みである（2015年 12月

現在）。 

【関連する JICA事業】 

・マラリア及び重要寄生虫症の流行拡散制御に向けた遺伝疫学による革新的技術開発研究プロジェクト

（2014.5～2019.4) 

・保健医療サービスの質改善プロジェクト（2016.2～2020.2） 

・保健政策アドバイザー（2016.3～2018.3） 

・南部地域保健サービスネットワーク強化計画 

 

２．協力の枠組み 

（１）事業の目的 

同国の社会・経済開発に関わり、将来的に重要な役割を果たすことが期待される若手行政官が本邦大

学院において学位（修士）を取得することにより、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決に寄

与すること、そして、人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化に資す
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ることを目的とする。 

（２）案件目標 

①上位目標 

本プロジェクトを通じた人材育成により保健・社会保障政策の計画立案、実施、管理、評価に関す

る関係行政機関の能力が向上する。 

②プロジェクト目標 

対象機関における保健・社会保障政策の計画立案、実施、管理、評価の策定・実施等に携わる人材

の能力が向上する。 

（３）目標の指標 

①留学生の修士号取得 

②帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

③帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施 

（４）受入計画人数及び受入大学 

 長崎大学大学院 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 2人/年 計 8名/4年 

（５）活動（例） 

1) 長崎大学大学院 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 

目標 内容・目標達成手段 

①来日前 

来日後のスムーズな研究のため、入学前の学力補

強をする。 

 

・ 英語力補強およびグローバルヘルスに関する基

礎的な知識習得のため、教員の指示に基づき文献

およびインターネット教材により、現地で自己学

習を行う。 

②留学中 

保健医療サービス改善に係る基礎・応用知識を習

得する。 

・ 基礎人間生物学に関する自然科目の基礎知識を

習得するための講義に加え、熱帯医学、地球環

境・衛生学、疫学、統計学、研究倫理等を学ぶ。

また、保健政策・マネージメント等の応用科学区

分モジュールも履修する。 

・ 統計学・疫学の基礎的理解のための補講を受け

る。 

保健政策の計画立案、実施能力の強化および、保

健政策の管理、評価能力等の実践的能力を習得す

る。 

・ 海外等での実務研修を行う演習・実習科目によ

り、実際的な知識・技能を学ぶ。 

・ グローバルヘルスセミナーにおいて、世界の一線

級研究者・教員の講義を受講し、他のコース学

生・留学生等と課題解決型学習（PBL）により学

ぶ。 

・ JICA、国立国際医療研究センター（NCGM:連携大

学院協定）、ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院、

アントワープ熱帯医学研究所（ベルギー）を始め

とする学術交流協定機関、国内外の外部アドバイ
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ザーや学会によるサポート、 長崎大学出身者等

の協力体制のもと、多角的なカリキュラムを受講

する。 

保健政策改善のための研究能力を強化する。 ・ グローバルヘルス領域の重要なトピックの専門

的知識を修得するためのコース横断型講義・演

習、グローバルヘルス演習ゼミ（研究指導）に参

加する。 

・ コース横断型のセミナーにおいて、アクティブラ

ーニングや PBLなどを取り入れ、英語での専門的

議論、プレゼン等が実施可能となるような取り組

みを行う。 

学術論文作成に必要な基礎能力を向上させる。 ・ 英語ネイティブ職員から英論文等の添削支援を

受ける。 

③帰国後 

滞日中に修得した知識や技術を将来にわたり、 

より効果的に応用・実践する。 

・ 修了生ネットワークや指導教員等との勉強会を

通じて、専門分野の最新の情報を把握し、自学自

習を重ね、それを適用して更なる政策策定・実践

に活かすとともに、教員、修了生、在学生のネッ

トワークを維持、強化する。 

（６）－１ 日本側の投入 

①受入大学による事前・事後・留学中の特別活動の経費（現地での活動を含めた事前指導、特別講義・

ワークショップ等の実施、帰国後のフォロー等） 

②留学に係る経費（渡航費、本邦滞在中の奨学金、検定料、授業料等） 

③留学中の支援経費（モニタリング、各種生活支援等） 

（６）－２ 投入期間・人数 

1バッチ 2名 × 4ヵ年 ＝ 8名  

2017年（～2019 年修了）：2名   2018年（～2020年修了）：2名 

2019年（～2021 年修了）：2名   2020年（～2022年修了）：2名 

（７）相手側の投入 

①留学生の派遣 

②事後活動（所属機関・対象機関における留学で習得した知識の普及機会の設定） 

（８）資格要件 

①職務経験 

・対象機関において制度整備・運用、政策立案に関する業務に従事する正職員 

・制度整備・運用、政策立案に関する業務に 2年以上の専門的な実務経験を有すること 

②その他 

・ ラオス国籍を持つこと 

・ 原則として 22歳以上 40歳未満（来日年度 4月 1日現在） 

・ 軍に現に奉職していない者 

・ 本事業の目的を正しく理解し、学業の修了・帰国後、母国の発展に貢献する明確な意思を有する者 
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・ 原則、既に海外支援による奨学金を受給し、留学の結果、「修士」の学位を取得していない者。ま

た、現在、他の海外支援による奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者 

・ 心身ともに健康である者 

・ 日本に留学するうえで、十分な英語力を有する者 
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P
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